
米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）
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策
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三
四

１
　
序
論
：
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
構
造

本
稿
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
米
国
に
お
け
る
医
療
保
障
制
度
改
革
の
な
か
で
、
な
ぜ
医
療
情
報
政
策
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
か

を
議
会
内
の
言
説
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。
米
国
に
お
い
て
、
医
療
情
報
の
規
制
は
連
邦
法
で
は
な
く
州
法
の
も
と

で
行
わ
れ
て
き
た

（
１
）

。
し
か
し
、
医
療
情
報
の
電
子
化
が
進
む
と
、
州
を
超
え
た
医
療
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
各
州
を
横
断
す
る

医
療
情
報
の
交
換
は
、
情
報
交
換
の
効
率
化
や
新
た
な
医
療
技
術
の
開
発
に
関
す
る
期
待
だ
け
で
な
く
、
医
療
情
報
の
二
次
利
用
に
お
け

る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
問
題
を
生
み
出
し
た
。
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る
新
た
な
規
制
が
求
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
医
療
情
報
の
電
子
化

が
あ
っ
た
。

一
九
九
六
年
に
制
定
さ
れ
た
「
医
療
保
険
の
相
互
運
用
性
と
説
明
責
任
に
関
す
る
法
律
（H

ealth Insurance P
ortability and 

A
ccountability A

ct of 1996: H
IP

A
A

）」
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
の
医
療
情
報
の
取
り
扱

い
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
た
法
律
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
に
制
定
さ
れ
た
「
米
国
復
興
・
再
投
資
法
（A

m
erican R

ecovery and 

R
einvestm

ent A
ct of 2009

）」
の
一
部
で
あ
る
「
経
済
及
び
臨
床
上
の
健
康
の
た
め
の
医
療
情
報
技
術
に
関
す
る
法
律
（H

ealth 

Inform
ation T

echnology for E
conom

ic and C
linical H

ealth A
ct: H

IT
E

C
H

）」
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
定
を
拡
張
し
、

情
報
漏
え
い
な
ど
の
事
故
が
起
き
た
場
合
の
患
者
へ
の
通
知
義
務
や
、
保
険
福
祉
省
（H

ealth and H
um

an S
ervices: H

H
S

）
に
対
す
る
報

告
義
務
、
違
反
に
対
す
る
罰
則
強
化
な
ど
を
定
め
て
い
る
（
品
川
・
橋
本 
二
〇
一
七；

佐
藤 

二
〇
一
七
）。

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
特
徴
は
、
党
派
対
立
が
顕
著
で
あ
る
医
療
政
策
の
立
案
過
程
に
お
い
て
、
超
党
派
で
の
成
立
を
可
能
に
し
た
法
律
で

あ
る
と
い
う
点
と
、
執
行
過
程
に
お
い
て
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
に
基
づ
く
規
制
が
継
続
し
て
い
る
点
に

）
三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

三
五

あ
る
。
医
療
政
策
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
法
案
の
成
立
が
僅
差
で
可
決
す
る
こ
と
や
、
採
択
さ
れ
た
後
も
連
邦
議
会
や
裁
判
所
、
州
議

会
に
お
い
て
議
論
が
継
続
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
（M

orone 2016

）。
医
療
政
策
の
成
立
に
と
っ
て
、
政
党
間
や
政
党
内
部
に
お
け
る

妥
協
や
駆
け
引
き
は
不
可
避
で
あ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
場
合
も
、
法
案
の
成
立
の
た
め
に
は
対
立
す
る
政
党
間
か
ら
妥
協
を
生
み
出
す

こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
成
立
し
、
医
療
情
報
に
関
す
る
政
策
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
を
め
ぐ
っ
て
民
主
党
と
共
和
党
間
及
び
各
党
内
部
に
お
い
て
い
か
な
る
調
整
言
説
が
用
い
ら
れ
た
の
か
に
注
目
す

る
。次

節
で
は
、
分
析
モ
デ
ル
で
あ
る
言
説
的
制
度
論
の
説
明
を
行
い
、
制
度
変
化
に
注
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
を
示
す
。
第
三
節
で

は
、
米
国
の
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
政
党
間
と
政
党
内
部
に
お
い
て
い
か
な
る
調
整
が
行
わ
れ
、
法
案
の
成
立
に
至
っ

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
節
に
お
い
て
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程
に
お
い
て
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ

法
に
対
す
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
米
国
に
お
け
る
医
療
情
報
政
策
の
路
線
が
継
続
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、

本
研
究
の
ま
と
め
と
課
題
を
示
す
。

２
　
分
析
モ
デ
ル
：
言
説
的
制
度
論
（discursive institutionalism

）

医
療
政
策
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
政
策
の
中
身
に
つ
い
て
規
範
的
側
面
に
注
目
す
る
「
内
容
分
析
」
と
、
政
策
形
成
過
程
の
構
造

や
動
態
に
注
目
す
る
「
過
程
分
析
」
が
存
在
し
、
後
者
は
主
に
、
医
療
保
険
政
策
と
医
療
供
給
政
策
に
分
か
れ
る
（
西
岡 

二
〇
〇
三
：

一
四
九

（
２
））。

米
国
の
医
療
政
策
に
お
い
て
、
最
も
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
国
民
皆
保
険
の
導
入
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
な
ぜ
、
米
国
の
医
療
保
障
制
度
は
民
間
を
中
心
と
し
た
形
で
発
展
し
て
き
た
の
か
が
議
論
と
な
っ
て
い
る
。

）
三
三
（
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三
五

あ
る
。
医
療
政
策
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
法
案
の
成
立
が
僅
差
で
可
決
す
る
こ
と
や
、
採
択
さ
れ
た
後
も
連
邦
議
会
や
裁
判
所
、
州
議

会
に
お
い
て
議
論
が
継
続
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
（M

orone 2016

）。
医
療
政
策
の
成
立
に
と
っ
て
、
政
党
間
や
政
党
内
部
に
お
け
る

妥
協
や
駆
け
引
き
は
不
可
避
で
あ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
場
合
も
、
法
案
の
成
立
の
た
め
に
は
対
立
す
る
政
党
間
か
ら
妥
協
を
生
み
出
す

こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
成
立
し
、
医
療
情
報
に
関
す
る
政
策
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本

稿
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
を
め
ぐ
っ
て
民
主
党
と
共
和
党
間
及
び
各
党
内
部
に
お
い
て
い
か
な
る
調
整
言
説
が
用
い
ら
れ
た
の
か
に
注
目
す

る
。次

節
で
は
、
分
析
モ
デ
ル
で
あ
る
言
説
的
制
度
論
の
説
明
を
行
い
、
制
度
変
化
に
注
目
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
徴
を
示
す
。
第
三
節
で

は
、
米
国
の
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
政
党
間
と
政
党
内
部
に
お
い
て
い
か
な
る
調
整
が
行
わ
れ
、
法
案
の
成
立
に
至
っ

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
節
に
お
い
て
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程
に
お
い
て
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ

法
に
対
す
る
問
題
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
米
国
に
お
け
る
医
療
情
報
政
策
の
路
線
が
継
続
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、

本
研
究
の
ま
と
め
と
課
題
を
示
す
。

２
　
分
析
モ
デ
ル
：
言
説
的
制
度
論
（discursive institutionalism

）

医
療
政
策
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
政
策
の
中
身
に
つ
い
て
規
範
的
側
面
に
注
目
す
る
「
内
容
分
析
」
と
、
政
策
形
成
過
程
の
構
造

や
動
態
に
注
目
す
る
「
過
程
分
析
」
が
存
在
し
、
後
者
は
主
に
、
医
療
保
険
政
策
と
医
療
供
給
政
策
に
分
か
れ
る
（
西
岡 

二
〇
〇
三
：

一
四
九

（
２
））。

米
国
の
医
療
政
策
に
お
い
て
、
最
も
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
国
民
皆
保
険
の
導
入
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
な
ぜ
、
米
国
の
医
療
保
障
制
度
は
民
間
を
中
心
と
し
た
形
で
発
展
し
て
き
た
の
か
が
議
論
と
な
っ
て
い
る
。

）
三
三
（
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三
六

公
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
医
療
保
障
制
度
改
革
が
進
展
し
な
か
っ
た
要
因
に
関
し
て
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
制
度
や
利
益
集
団
、

政
治
文
化
に
基
づ
く
説
明
（S

teim
m

o and W
atts 1995; Q

uadagno 2004

）
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
保
障
改
革
が
行
わ
れ
た
時
期
に
お
け
る

固
有
の
政
治
状
況
に
基
づ
く
説
明
（
天
野 

二
〇
〇
九
ａ；

二
〇
〇
九
ｂ
）
も
行
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
医
療
制
度
改
革
に
対
し
て
大

統
領
が
与
え
る
影
響
に
注
目
し
た
比
較
分
析
（
松
本 

二
〇
一
五；

B
éland and W

addan 2008; S
kocpol 1997; W

einer 2007

）
や
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
政
党
政
治
の
変
容
に
注
目
し
た
分
析
（
天
野 

二
〇
〇
九
ａ；

二
〇
〇
九
ｂ；

二
〇
一
三；

山
岸 

二
〇
一
四；

坂
井 

二
〇
〇
五；

水
谷
（
坂
部
）
二
〇
〇
七
／
二
〇
〇
八
／
二
〇
〇
九；

稗
田 

二
〇
一
〇
）
な
ど
が
あ
る
。

米
国
に
お
い
て
、
医
療
保
障
制
度
を
め
ぐ
る
政
策
過
程
の
特
徴
は
、
医
療
保
険
の
問
題
が
政
党
間
に
お
け
る
争
点
で
あ
っ
た
だ
け
で
は

な
く
、
政
党
内
に
お
け
る
争
点
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
天
野 

二
〇
〇
九
ｂ
）。
す
な
わ
ち
、
医
療
保
障
政
策
に
関
す
る
議
論
に

お
い
て
、
対
立
の
中
か
ら
妥
協
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
に
は
、
ア
ク
タ
ー
間
に
お
け
る
言
説
の
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。
言
説
の
動
き
に

注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
制
度
変
化
の
説
明
を
試
み
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ひ
と
つ
と
し
て
言
説
的
制
度
論
が
あ
る
。
政
策
過
程
に
お
い
て

言
説
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
政
策
に
対
す
る
解
釈
の
観
点
か
ら
、
特
定
の
問
題
が
発
見
さ
れ
争
点
と
な
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
（
西
岡 

二
〇
二
一
）。

言
説
的
制
度
論
は
、
第
四
の
新
制
度
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
既
存
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、
制
度
の
均
衡
や
安
定
性

を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
制
度
の
変
化
を
軽
視
し
て
い
る
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
（S

chm
idt 2011: 47

）。
言
説
的
制
度
論
の
特
徴
は
、

新
制
度
論
が
抱
え
る
課
題
に
応
え
る
た
め
に
、
ア
ク
タ
ー
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
政
策
過
程
の
核
心
で
あ
る
と
の
前
提
に
基

づ
き
な
が
ら
、
ア
ク
タ
ー
が
操
る
言
説
に
焦
点
を
当
て
る
点
に
あ
る
。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
（V

ivien A
. S

chm
idt

）
に
よ
れ
ば
、
言
説
は
認
知
的
機
能
と
規
範
的
機
能
と
い
う
二
つ
の
機
能
を
も
つ

（
３
）

。
認
知
的
機
能
と

）
三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

三
七

は
、
政
策
の
必
要
性
を
人
び
と
に
認
識
さ
せ
る
機
能
の
こ
と
を
指
し
、
当
該
政
策
が
い
か
に
問
題
の
解
決
に
資
す
る
の
か
を
示
す
こ
と
で
、

政
策
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
正
当
化
す
る
働
き
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
規
範
的
機
能
は
、
特
定
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
価
値
や
善
悪
の
観
点
か

ら
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
人
び
と
に
訴
え
、
政
策
の
正
統
化
に
寄
与
す
る
。
言
説
に
は
政
策
合
理
性
を
保
証
す
る
「
正
当
化
」
と
価
値
適
合

性
を
裏
付
け
る
「
正
統
化
」
の
二
つ
の
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
（S

chm
idt 2008

）。

政
策
過
程
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
は
、
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
が
人
々
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る
た
め
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
、

調
整
的
言
説
と
伝
達
的
言
説
を
用
い
る
（S

chm
idt 2002: 171

）。
調
整
的
言
説
と
は
、
政
策
エ
リ
ー
ト
間
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
言
説
で

あ
り
、
価
値
観
の
共
有
が
図
ら
れ
、
共
通
の
認
識
を
深
め
て
い
く
言
説
を
意
味
す
る
。
も
う
一
方
の
伝
達
的
言
説
と
は
、
一
般
国
民
に
対

し
て
、
政
策
の
必
要
性
や
妥
当
性
を
伝
達
し
納
得
さ
せ
る
言
説
を
指
し
、
政
策
に
対
す
る
支
持
を
調
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

調
整
的
言
説
と
伝
達
的
言
説
の
う
ち
の
ど
ち
ら
が
用
い
ら
れ
る
か
は
、
政
治
制
度
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
言
説
的
制
度
論
に
お
い
て
、

民
主
主
義
諸
国
の
政
治
制
度
は
単
一
型
政
体
と
複
合
型
政
体
に
分
か
れ
る
（S

chm
idt 2009: 525-526

）。
一
方
に
お
い
て
、
単
一
型
政
体

の
場
合
は
、
権
力
が
集
中
し
拒
否
権
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
政
策
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
よ
り
も
、
国
民
一
般
に
よ
る
支
持
を

獲
得
す
る
た
め
に
伝
達
的
言
説
を
用
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
方
に
お
い
て
、
複
合
型
政
体
の
場
合
は
、
権
力
が
分
散
し
拒
否

権
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
ア
ク
タ
ー
同
士
の
調
整
的
言
説
が
重
要
性
を
増
す

（
４
）

。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
米
国
は
複
合
型
政
体
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
か
ら
調
整
的
言
説
が
よ
り
重
要
と
な
る
（S

chm
idt 2009

）。

医
療
保
障
政
策
に
関
し
て
も
両
党
間
の
調
整
が
求
め
ら
れ
た
（B

odenheim
er 2005

）。
民
主
党
の
リ
ベ
ラ
ル
派
は
、
医
療
保
障
の
た
め
の

公
的
規
制
の
強
化
を
訴
え
、
最
終
的
に
は
、
民
間
が
中
心
と
な
る
保
険
制
度
の
縮
小
や
撤
廃
を
目
指
し
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年

代
以
降
に
台
頭
し
て
き
た
穏
健
派
（
ニ
ュ
ー
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
）
は
、
公
的
な
医
療
保
障
制
度
の
拡
張
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
民
間
保
険
の

）
三
三
（
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三
七

は
、
政
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必
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を
人
び
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に
認
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の
こ
と
を
指
し
、
当
該
政
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す
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。
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　第
五
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

三
八

維
持
や
拡
張
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
保
険
料
の
一
部
を
税
額
控
除
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
保
険
者
の
保
険
加
入
を

促
進
し
よ
う
と
試
み
る
。

民
主
党
が
公
的
規
制
に
よ
る
医
療
保
障
体
制
の
構
築
を
推
し
進
め
た
の
に
対
し
て
、
共
和
党
は
改
革
に
消
極
的
な
態
度
を
と
っ
て
き
た
。

共
和
党
は
、
民
間
を
中
心
と
す
る
医
療
保
険
制
度
の
維
持
を
主
張
し
、
保
守
派
が
台
頭
す
る
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
お
い
て
は
、
個
人
の

自
由
な
保
険
の
選
択
を
実
現
す
る
た
め
の
改
革
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
共
和
党
が
促
進
し
た
政
策
が
、
個
人
で
医
療
を
管
理
す

る
た
め
の
医
療
貯
蓄
口
座
（M

edical S
aving A

ccount: M
S

A

）
で
あ
る
。
民
主
党
は
、
現
状
の
制
度
を
前
提
と
し
な
が
ら
医
療
保
障
体
制

の
改
善
を
試
み
て
い
た
の
に
対
し
、
共
和
党
は
、
医
療
保
障
の
た
め
の
個
人
の
役
割
を
よ
り
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

医
療
保
障
の
た
め
の
両
党
の
政
策
的
立
場
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
お
い
て
明
確
化
す
る
。
選
挙
戦
に
お
い
て
国
民
皆
保
険
が
争
点
と

な
り

（
５
）

、
ク
リ
ン
ト
ン
が
所
属
し
て
い
た
民
主
党
指
導
者
評
議
会
（D

em
ocratic L

eadership C
ouncil: D

L
C

）
は
、
医
療
制
度
改
革
を
選
挙

公
約
と
し
て
積
極
的
に
押
し
出
す
（
中
井
一
九
九
九；

二
〇
〇
〇
）。
一
九
九
二
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
、
現
状
の

医
療
制
度
に
対
す
る
批
判
を
行
い
な
が
ら
も
、
連
邦
政
府
の
積
極
的
な
介
入
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、
医
療
保
障
の
た
め
の
個
人
の
責
任
に

つ
い
て
訴
え
た
（
山
岸 

二
〇
一
四
）。
医
療
制
度
改
革
の
本
質
と
は
「
管
理
さ
れ
た
競
争
（M

anaged C
om

petition

）」
方
式
で
あ
る
べ
き
で

あ
り
、
既
存
の
民
間
保
険
市
場
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
政
府
に
よ
る
部
分
的
な
市
場
へ
の
介
入
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ク
リ
ン
ト
ン
が
医
療
制
度
改
革
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
党
内
に
お
け
る
派
閥
間
の
調
整
や
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
勝
利
に
影
響

を
与
え
た
（
天
野 

二
〇
〇
九；

水
谷
（
坂
部
）
二
〇
〇
八
）。
し
か
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
発
表
し
た
改
革
案
に
対
し
て
は
、
様
々
な
批
判

が
向
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
民
主
党
内
で
は
、
国
民
皆
保
険
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
リ
ベ
ラ
ル
派
に
よ
る
批
判
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
な

く
、
穏
健
派
に
よ
る
支
持
も
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
リ
ベ
ラ
ル
派
か
ら
は
、
民
間
の
保
険
制
度
を
維
持
す
る
点
に
対
し
て
批
判
が
集

）
三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

三
九

ま
り
、
穏
健
派
か
ら
は
公
的
規
制
の
強
化
に
対
し
て
批
判
が
行
わ
れ
た
。
第
二
に
、
共
和
党
は
法
案
に
反
発
し
た
だ
け
で
な
く
、
独
自
の

代
替
案
を
主
張
し
た
。
保
守
派
の
強
硬
姿
勢
の
も
と
に
共
和
党
は
ま
と
ま
り
、
中
小
企
業
団
体
や
民
間
保
険
団
体
と
協
力
し
な
が
ら
、
法

案
に
対
す
る
反
対
運
動
を
行
う
。

法
案
は
多
く
の
修
正
が
な
さ
れ
、
一
九
九
四
年
の
八
月
九
日
か
ら
上
院
本
会
議
に
お
い
て
審
議
が
開
始
さ
れ
る
も
の
の
、
共
和
党
の
激

し
い
反
対
に
直
面
し
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
掲
げ
た
国
民
皆
保
険
制
度
改
革
は
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
の
結
果
、
医
療
保
障
に
お
い
て
公
的

支
援
の
拡
大
を
意
図
す
る
政
策
潮
流
が
、
私
的
セ
ク
タ
ー
の
自
助
努
力
の
支
援
と
い
う
方
向
に
変
化
す
る
。
本
稿
の
分
析
対
象
で
あ
る

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
は
、
医
療
保
障
政
策
の
路
線
変
更
を
示
す
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
稗
田 

二
〇
一
〇
：
七
八
）。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権

に
お
け
る
医
療
制
度
改
革
が
挫
折
し
た
後
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
を
め
ぐ
り
政
党
間
お
よ
び
政
党
内
部
で
い
か
な
る
調
整
が
行
わ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
議
論
で
は
、
対
立
す
る
ア
ク
タ
ー
間
の
言
説
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
に
し
て
法
案
の
決
定
に
至
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
。

３
　
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
過
程

3.1
　
カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
お
け
る
共
和
党
多
数
議
会
の
も
と
で
成
立
し
た
医
療
保
障
関
連
に
関
す
る
最
初
の
重
要
な
法

律
で
あ
る
（
天
野 

二
〇
〇
九
：
一
八
八
）。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
に
関
す
る
議
論
の
始
ま
り
は
、
医
療
保
険
の
携
行
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

米
国
に
は
国
民
皆
保
険
が
存
在
せ
ず
、
公
的
な
医
療
保
障
制
度
は
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
（M

edicare

）
や
低
所
得
者
を
対

象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
（M

edicaid

）
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
医
療
保
障
の
中
心
は
雇
用
主
が
従
業
員
に
提
供
す
る
民
間
の
保
険
で
あ
る

（
６
）

。

）
三
三
（
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の
議
論
で
は
、
対
立
す
る
ア
ク
タ
ー
間
の
言
説
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
に
し
て
法
案
の
決
定
に
至
っ
た
の

か
を
明
ら
か
に
す
る
。

３
　
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
過
程

3.1
　
カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
お
け
る
共
和
党
多
数
議
会
の
も
と
で
成
立
し
た
医
療
保
障
関
連
に
関
す
る
最
初
の
重
要
な
法

律
で
あ
る
（
天
野 

二
〇
〇
九
：
一
八
八
）。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
に
関
す
る
議
論
の
始
ま
り
は
、
医
療
保
険
の
携
行
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

米
国
に
は
国
民
皆
保
険
が
存
在
せ
ず
、
公
的
な
医
療
保
障
制
度
は
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
（M

edicare

）
や
低
所
得
者
を
対

象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
（M

edicaid

）
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
医
療
保
障
の
中
心
は
雇
用
主
が
従
業
員
に
提
供
す
る
民
間
の
保
険
で
あ
る

（
６
）

。

）
三
三
（
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四
〇

民
間
の
医
療
保
険
に
加
入
す
る
個
人
は
、
転
職
の
た
び
に
新
た
に
保
険
会
社
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
健
康
状
態
の
問
題
の
た
め
に

保
険
加
入
を
拒
否
さ
れ
る
場
合
や
、
保
険
契
約
に
時
間
が
か
か
る
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
人
々
が
転
職
を
控
え
る
現

象
（「
転
職
障
害
（Job lock

）」）
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
基
礎
と
な
る
改
革
案
は
、
一
九
九
五
年
七
月
に
上
院
に
お
い
て
超
党
派
で
提
出
さ
れ
た
「
カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ

法
案
（K

assebaum
/K

ennedy bill

）」
で
あ
る
。
こ
の
法
案
は
、
一
九
八
六
年
の
包
括
予
算
調
整
法
（C

onsolidated O
m

nibus B
udget 

R
econciliation A

ct: C
O

B
R

A
）
を
基
礎
と
し
た
漸
進
的
措
置
で
あ
り

（
７
）

、
既
往
歴
に
よ
る
保
険
加
入
拒
否
に
制
限
を
設
け
る
こ
と
な
ど
に
よ

り
、
医
療
保
険
の
移
行
を
円
滑
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
法
案
の
提
出
は
、
民
主
党
の
ケ
ネ
デ
ィ
（E

dw
ard M

. 

K
ennedy

）
と
、
労
働
人
事
委
員
会
の
委
員
長
を
務
め
て
い
た
共
和
党
の
カ
セ
バ
ウ
ム
（N

ancy L
. K

assebaum

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

法
案
の
一
二
人
の
共
同
提
出
者
に
は
両
党
か
ら
幅
広
い
政
治
的
立
場
の
議
員
が
加
わ
っ
た

（
８
）

。

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
も
法
案
に
対
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
医
療
保
障
の
抜
本
的
な
改
革
と
し
て
で
は
な
く
、

部
分
的
な
改
革
案
と
し
て
カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法
案
に
取
り
組
む
。
一
九
九
三
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
国

民
皆
保
険
制
度
改
革
に
取
り
組
ん
だ
も
の
の
、
共
和
党
や
利
益
集
団
に
よ
る
批
判
に
直
面
し
、
党
内
に
お
け
る
派
閥
間
の
調
整
に
も
失
敗

し
て
し
ま
う

（
９
）

。
そ
の
結
果
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
漸
進
的
な
改
革
路
線
へ
と
後
退
し
、
既
存
の
企
業
雇
用
者
提
供
保
険
を
中
心
と
し
た

民
間
保
険
制
度
に
依
拠
し
な
が
ら
、
様
々
な
問
題
点
を
修
正
し
て
い
く
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。

カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法
案
が
漸
進
的
な
改
革
で
あ
る
こ
と
は
、
転
職
に
関
す
る
医
療
保
障
の
問
題
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
が
民
主

党
で
は
な
く
共
和
党
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
。
共
和
党
の
ド
ー
ル
（B

ob D
ole

）
は
、
一
九
九
四
年
の
六
月
に
提
出
し
た

漸
進
的
な
改
革
案
の
中
に
お
い
て
、
医
療
保
険
の
携
行
を
保
障
す
る
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
る

（
10
）

。
共
和
党
は
、
企
業
を
横
断
す
る
か
た
ち

）
三
四
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

四
一

で
の
医
療
保
険
へ
の
加
入
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
医
療
保
障
制
度
に
お
い
て
最
も
切
迫
し
た
問
題
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た
。

共
和
党
が
訴
え
る
医
療
保
障
の
た
め
の
取
り
組
み
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
の
促
進
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
民
間
保
険
制
度
の
積
極
的
な
活

用
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（B

unce 2001

）。
医
療
貯
蓄
口
座
と
は
、
医
療
費
の
支
払
い
の
た
め
の
個
人
口
座
で
あ
り
、
民
間
保
険
会

社
、
保
守
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
、
企
業
団
体
の
間
に
お
い
て
支
持
を
獲
得
し
て
い
っ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た

（
11
）

。
医
療

貯
蓄
口
座
を
推
進
す
る
ア
ク
タ
ー
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
と
州
レ
ベ
ル
の
両
方
に
お
い
て
、
口
座
の
資
金
を
非
課
税
と
す
る
た
め
に
税
制
の
改

革
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
。
医
療
貯
蓄
口
座
の
支
持
団
体
か
ら
の
活
発
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
共
和
党
内
で
は
医
療
貯
蓄
口
座
に
対
し

て
幅
広
い
支
持
が
集
ま
る
こ
と
と
な
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
も
、
共
和
党
が
支
持
し
た
医
療
貯
蓄
口
座
と
い
う
ア
イ

デ
ィ
ア
が
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る

（
12
）

。

医
療
貯
蓄
口
座
に
対
し
て
民
主
党
は
批
判
の
姿
勢
を
示
し
た

（
13
）

。
医
療
貯
蓄
口
座
は
、
健
康
で
資
産
の
あ
る
層
に
と
っ
て
は
、
メ
リ
ッ
ト

を
得
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
口
座
の
開
設
を
選
択
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
健
康
上
問
題
の
あ
る
層
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
少

な
く
、
従
来
ま
で
の
保
険
プ
ラ
ン
に
残
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
結
果
、
既
存
の
保
険
プ
ラ
ン
の
保
険
料
が
高
騰
し
、
最
終
的
に
は
無
保

険
者
の
削
減
だ
け
で
は
な
く
、
増
加
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
医
療
貯
蓄
口
座
に

関
す
る
規
定
は
争
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
く
。

カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法
案
は
、
一
九
九
五
年
八
月
二
日
に
上
院
の
労
働
人
的
資
源
委
員
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
る
。

し
か
し
、
法
案
に
関
す
る
審
議
は
一
度
停
滞
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
案
に
お
け
る
雇
用
者
提
供
保
険
か
ら
個
人
購
買
保
険
へ
の
移
行
に

関
す
る
規
定
に
対
し
て
、
民
間
保
険
団
体
が
反
対
し
た
た
め
で
あ
る
（H

irbert-W
hite 1996: 13

）。
ブ
ル
ー
ク
ロ
ス
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ル
ド

協
会
（B

lue C
ross &

 B
lue S

hield A
ssociation

）
や
ア
メ
リ
カ
医
療
保
険
協
会
（H

ealth Insurance A
ssociation of A

m
erica: H

IA
A

）
な

）
三
四
（
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の
系
譜
（
福
森
）

四
一

で
の
医
療
保
険
へ
の
加
入
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
医
療
保
障
制
度
に
お
い
て
最
も
切
迫
し
た
問
題
で
あ
る
と
訴
え
て
い
た
。

共
和
党
が
訴
え
る
医
療
保
障
の
た
め
の
取
り
組
み
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
の
促
進
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
民
間
保
険
制
度
の
積
極
的
な
活

用
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（B

unce 2001

）。
医
療
貯
蓄
口
座
と
は
、
医
療
費
の
支
払
い
の
た
め
の
個
人
口
座
で
あ
り
、
民
間
保
険
会

社
、
保
守
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
、
企
業
団
体
の
間
に
お
い
て
支
持
を
獲
得
し
て
い
っ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た

（
11
）

。
医
療

貯
蓄
口
座
を
推
進
す
る
ア
ク
タ
ー
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
と
州
レ
ベ
ル
の
両
方
に
お
い
て
、
口
座
の
資
金
を
非
課
税
と
す
る
た
め
に
税
制
の
改

革
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
。
医
療
貯
蓄
口
座
の
支
持
団
体
か
ら
の
活
発
な
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
共
和
党
内
で
は
医
療
貯
蓄
口
座
に
対
し

て
幅
広
い
支
持
が
集
ま
る
こ
と
と
な
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
も
、
共
和
党
が
支
持
し
た
医
療
貯
蓄
口
座
と
い
う
ア
イ

デ
ィ
ア
が
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る

（
12
）

。

医
療
貯
蓄
口
座
に
対
し
て
民
主
党
は
批
判
の
姿
勢
を
示
し
た

（
13
）

。
医
療
貯
蓄
口
座
は
、
健
康
で
資
産
の
あ
る
層
に
と
っ
て
は
、
メ
リ
ッ
ト

を
得
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
口
座
の
開
設
を
選
択
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
健
康
上
問
題
の
あ
る
層
に
は
メ
リ
ッ
ト
が
少

な
く
、
従
来
ま
で
の
保
険
プ
ラ
ン
に
残
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
結
果
、
既
存
の
保
険
プ
ラ
ン
の
保
険
料
が
高
騰
し
、
最
終
的
に
は
無
保

険
者
の
削
減
だ
け
で
は
な
く
、
増
加
に
つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
に
至
る
過
程
に
お
い
て
、
医
療
貯
蓄
口
座
に

関
す
る
規
定
は
争
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
く
。

カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法
案
は
、
一
九
九
五
年
八
月
二
日
に
上
院
の
労
働
人
的
資
源
委
員
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
る
。

し
か
し
、
法
案
に
関
す
る
審
議
は
一
度
停
滞
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
案
に
お
け
る
雇
用
者
提
供
保
険
か
ら
個
人
購
買
保
険
へ
の
移
行
に

関
す
る
規
定
に
対
し
て
、
民
間
保
険
団
体
が
反
対
し
た
た
め
で
あ
る
（H

irbert-W
hite 1996: 13

）。
ブ
ル
ー
ク
ロ
ス
・
ブ
ル
ー
シ
ー
ル
ド

協
会
（B

lue C
ross &

 B
lue S

hield A
ssociation

）
や
ア
メ
リ
カ
医
療
保
険
協
会
（H

ealth Insurance A
ssociation of A

m
erica: H

IA
A

）
な

）
三
四
（
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四
二

ど
は
、
民
間
保
険
者
に
対
し
て
保
険
プ
ラ
ン
の
提
供
を
義
務
付
け
る
規
定
が
保
険
料
の
高
騰
と
無
保
険
者
の
増
加
を
も
た
ら
す
と
の
批
判

を
行
っ
た
。
一
九
九
五
年
の
間
に
法
案
の
審
議
は
進
ま
ず
、
上
院
で
の
審
議
が
再
開
さ
れ
た
の
は
一
九
九
六
年
四
月
に
な
っ
て
か
ら
で

あ
っ
た
。

3.2
　
争
点
と
し
て
の
医
療
貯
蓄
口
座

一
九
九
六
年
一
月
の
一
般
教
書
演
説
に
お
い
て
、
ク
リ
ン
ト
ン
は
カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法
案
に
触
れ
て
い
る

（
14
）

。
共
和
党
が
多
数
派

を
占
め
る
議
会
に
お
い
て
、
大
統
領
が
法
案
に
対
し
て
直
接
言
及
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
法
案
の
成
立
が
さ
ら
に
危
う
く
な
る
の
で
は

な
い
か
と
の
懸
念
も
存
在
し
て
い
た
（H

irbert-W
hite 1996

）。
し
か
し
、
法
案
の
審
議
が
再
開
す
る
と
、
両
党
と
も
医
療
保
険
制
度
の

確
立
を
自
ら
の
成
果
と
す
る
た
め
法
案
の
成
立
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
両
党
間
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
点
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
を
法

案
に
含
め
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。

上
院
共
和
党
指
導
部
の
ド
ー
ル
は
、
共
和
党
保
守
派
の
強
い
働
き
か
け
を
受
け
、
医
療
貯
蓄
口
座
の
促
進
を
法
案
に
盛
り
込
む
こ
と
を

主
張
し
、
一
九
九
六
年
の
四
月
一
七
日
に
独
自
の
法
案
を
提
出
し
た

（
15
）

。
ド
ー
ル
の
行
動
に
対
し
て
は
、
法
案
の
可
決
を
困
難
に
す
る
も
の

と
し
て
多
く
の
議
員
か
ら
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。
カ
セ
バ
ウ
ム
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
が
法
案
の
価
値
を
高
め
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、

ケ
ネ
デ
ィ
も
ド
ー
ル
の
法
案
が
論
争
的
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
た

（
16
）

。
四
月
一
八
日
に
行
わ
れ
た
採
決
の
結
果
、
五
二
対
四
六
で
ド
ー
ル
案

か
ら
医
療
貯
蓄
口
座
に
つ
い
て
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
削
除
を
施
し
た
法
案
が
四
月
二
三
日
に
一
〇
〇
対
〇
で
可
決
さ
れ
た

（
17
）

。

下
院
に
お
い
て
も
医
療
貯
蓄
口
座
の
是
非
が
主
要
な
論
点
と
な
る
。
共
和
党
の
歳
出
委
員
会
議
長
の
ア
ー
チ
ャ
ー
（B

ill A
rcher

）
は
、

医
療
貯
蓄
口
座
に
対
す
る
税
的
な
優
遇
措
置
を
盛
り
込
ん
だ
法
案
を
提
出
し
た
。
ア
ー
チ
ャ
ー
の
法
案
は
三
月
一
九
日
に
歳
出
委
員
会
に

）
三
四
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

四
三

お
い
て
二
五
対
一
一
で
通
過
し
て
い
た

（
18
）

。
民
主
党
は
法
案
に
対
し
て
反
対
の
姿
勢
を
示
し
、
医
療
貯
蓄
口
座
が
一
部
の
層
に
対
し
て
の
み

利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
口
座
の
促
進
を
訴
え
る
共
和
党
の
姿
勢
そ
の
も
の
が
法
案
の
成
立
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
主
張
を
行
う
。

口
座
に
対
す
る
税
的
優
遇
措
置
の
付
与
は
、
共
和
党
に
政
治
献
金
を
行
っ
て
い
る
民
間
保
険
会
社
の
特
殊
利
益
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
る

と
の
批
判
も
行
わ
れ
た
。
民
主
党
の
デ
ィ
ン
ゲ
ル
（John D

ingell

）
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
に
関
す
る
規
定
を
盛
り
込
ま
な
い
対
案
を
提
出

し
た
も
の
の
否
決
さ
れ
、
ア
ー
チ
ャ
ー
法
案
は
三
月
二
八
日
に
本
会
議
に
お
い
て
二
六
七
対
一
五
一
で
可
決
さ
れ
た

（
19
）

。

下
院
に
お
い
て
ア
ー
チ
ャ
ー
法
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
医
療
貯
蓄
口
座
に
関
し
て
上
院
と
下
院
と
の
間
の
調
整
が
取
り
組
ま

れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
初
、
調
整
の
た
め
の
取
り
組
み
は
難
航
す
る
。
調
整
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
代
表
的
な
人
物
の
ひ
と
り
は
共
和

党
の
ド
ー
ル
で
あ
っ
た
（
天
野 

二
〇
〇
九
ａ
：
二
〇
一
）。
ド
ー
ル
は
、
両
院
協
議
会
に
お
け
る
審
議
に
影
響
を
与
え
る
立
場
に
お
り
、

一
九
九
六
年
の
大
統
領
選
挙
の
候
補
者
で
あ
っ
た
。
ド
ー
ル
に
と
っ
て
、
法
案
の
調
整
作
業
に
対
す
る
姿
勢
は
、
選
挙
活
動
の
一
部
と
し

て
の
意
味
も
も
っ
て
い
た
。

ド
ー
ル
は
第
一
に
、
両
院
協
議
会
に
対
し
て
、
医
療
貯
蓄
口
座
の
促
進
に
積
極
的
な
議
員
を
送
り
込
も
う
と
す
る
。
し
か
し
、
ク
リ
ン

ト
ン
政
権
や
民
主
党
は
、
法
案
に
医
療
貯
蓄
口
座
に
関
す
る
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ド
ー
ル
の
行
動
に
対

し
て
も
反
対
の
姿
勢
を
示
す

（
20
）

。
両
院
協
議
会
の
メ
ン
バ
ー
の
選
出
に
お
い
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
上
院
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
指
名
を
躊
躇
し
、
四

月
の
後
半
に
ド
ー
ル
が
協
議
会
の
委
員
の
承
認
を
求
め
た
際
に
も
反
対
の
姿
勢
を
と
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
の
対
応
に
対
し
て
共
和
党
の
議
員
は

反
発
し
、
ケ
ネ
デ
ィ
が
故
意
に
法
案
審
議
を
遅
延
さ
せ
て
い
る
と
の
批
判
が
行
わ
れ
た

（
21
）

。

法
案
の
審
議
が
再
開
さ
れ
る
き
っ
か
け
は
、
共
和
党
内
部
の
法
案
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
に
あ
っ
た
。
ド
ー
ル
は
大
統
領
選
に
専
念
す

る
た
め
に
、
六
月
一
一
日
に
上
院
を
離
脱
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
共
和
党
は
独
自
の
妥
協
案
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た
。
歳
入

）
三
三
（
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入
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経
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五
十
九
巻
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一
・
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

四
四

委
員
会
議
長
の
ア
ー
チ
ャ
ー
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
の
よ
り
小
規
模
な
形
で
の
導
入
案
へ
と
姿
勢
を
後
退
さ
せ
、
カ
セ
バ
ウ
ム
も
医
療
貯
蓄

口
座
を
法
案
に
盛
り
込
む
こ
と
自
体
へ
の
反
対
と
い
う
強
硬
姿
勢
を
緩
め
た
。
両
者
の
態
度
の
変
更
に
よ
っ
て
、
共
和
党
内
で
は
合
意
が

成
立
す
る

（
22
）

。

六
月
に
な
る
と
、
ド
ー
ル
の
代
わ
り
に
ロ
ッ
ト
（T

rent L
ott

）
が
新
た
に
上
院
多
数
党
院
内
総
務
に
就
任
す
る
。
ロ
ッ
ト
は
、
医
療

貯
蓄
口
座
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
企
業
の
規
模
を
拡
大
し
た
も
の
の
、
民
主
党
の
側
の
姿
勢
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
共
和
党
内
部
に
お
い
て
合
意
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
共
和
党
は
民
主
党
に
よ
る
法
案
審
議
の
妨
害
を
積
極
的
に
批
判

す
る
よ
う
に
な
る
。
両
党
間
に
お
い
て
膠
着
状
態
が
続
く
中
、
六
月
二
〇
日
に
共
和
党
保
守
派
の
ギ
ン
グ
リ
ッ
チ
（N

ew
t G

ingrich

）
は
、

民
主
党
が
法
案
に
関
す
る
審
議
を
遅
延
さ
せ
続
け
る
場
合
、
下
院
共
和
党
は
カ
セ
バ
ウ
ム
と
ア
ー
チ
ャ
ー
の
妥
協
案
と
同
内
容
の
法
案
を

可
決
し
、
上
院
に
送
付
す
る
と
の
主
張
を
行
っ
た

（
23
）

。
民
主
党
側
に
と
っ
て
も
、
医
療
保
険
制
度
の
挫
折
は
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
た

め
、
両
党
は
妥
協
案
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。

六
月
二
五
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
に
お
い
て
ア
ー
チ
ャ
ー
と
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
に
関
す
る
最
終
的
な
合
意
に
達
す
る
。
最
終
的

な
妥
協
案
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
を
実
験
的
な
導
入
に
留
め
る
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
に
お
い
て
、
共
和
党
は
、
医
療
貯
蓄
口
座
の
導
入
に

関
す
る
規
定
を
法
案
に
盛
り
込
み
、
も
う
一
方
に
お
い
て
、
民
主
党
は
、
四
年
後
に
医
療
貯
蓄
口
座
に
関
す
る
審
議
を
義
務
付
け
、
加
入

者
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
を
加
え
た
。
両
党
間
の
妥
協
の
も
と
、
両
院
協
議
会
の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
、
下
院
で
は
八
月
一
日
に

四
二
一
対
二
で
、
上
院
で
は
八
月
二
日
に
九
八
対
〇
で
可
決
さ
れ
た

（
24
）

。
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
八
月
二
一
日
に
法
案
に
署
名
し
、

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
が
成
立
す
る
。

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
お
い
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
は
第
一
に
、
国
民
皆
保
険
導
入
の
た
め
の
取
り
組
み
が
頓
挫
し
た
後
の
、
医
療

）
三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

四
五

保
障
に
関
す
る
政
策
の
路
線
変
更
を
表
す
現
象
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
公
的
な
医
療
制
度
改
革
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
民
主
党
は
既
存
の

医
療
保
障
体
制
の
改
善
を
通
じ
た
医
療
保
障
政
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。
第
二
に
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
を
成
立
す
る
た
め
の
両
党
の
取

り
組
み
に
は
、
一
九
九
六
年
の
大
統
領
選
挙
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
の
側
面
も
存
在
し
て
い
た

（
25
）

。
国
民
に
よ
る
注
目
が
高
ま
っ
た
医

療
保
障
政
策
に
関
し
て
、
両
党
は
何
ら
か
の
成
果
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
成
立
の
た
め
の
両
党
間
の
妥
協
は
、
政
策

的
な
立
場
の
変
容
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
選
挙
政
治
に
向
け
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

４
　
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程

4.1
　
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
定
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
定

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、
医
療
保
険
に
関
す
る
三
つ
の
主
要
な
規
定
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
同
法
の
設
定
か
ら
一
定
期
間
内
に
行
う
べ
き

義
務
を
定
め
て
い
た
（
岩
屋
・
天
地 

二
〇
〇
〇
）。
第
一
に
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
長
官
は
、
一
年
以
内
に
医
療
情
報
の
保
護
に
関
す
る
提
言
を
議
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
連
邦
議
会
は
、
三
年
以
内
に
医
療
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
三
年
以
内
に
法
律
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
、
規
則
の
交
付
は
Ｈ
Ｈ
Ｓ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

一
九
九
七
年
に
シ
ャ
ラ
ラ
（D

onna S
halala

）
長
官
は
個
人
の
医
療
情
報
の
保
護
に
関
す
る
提
言
を
ま
と
め
議
会
に
提
出
し

（
26
）

、

一
九
九
九
年
に
は
上
下
院
に
お
い
て
「
医
療
情
報
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
法
律
（M

edical Inform
ation P

rivacy 

and S
ecurity A

ct

）」
案
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
法
案
は
審
議
に
至
ら
ず
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
が
定
め
た
一
九
九
九
年
八
月
二
一
日
の

期
限
を
過
ぎ
て
も
、
議
会
に
お
い
て
医
療
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
は
規
則
案
の
作
成
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。
Ｈ
Ｈ
Ｓ
は
、
一
九
九
九
年
の
一
一
月
三
日
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則

）
三
三
（
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の
失
敗
に
よ
っ
て
、
民
主
党
は
既
存
の

医
療
保
障
体
制
の
改
善
を
通
じ
た
医
療
保
障
政
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。
第
二
に
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
を
成
立
す
る
た
め
の
両
党
の
取

り
組
み
に
は
、
一
九
九
六
年
の
大
統
領
選
挙
に
向
け
た
取
り
組
み
と
し
て
の
側
面
も
存
在
し
て
い
た

（
25
）

。
国
民
に
よ
る
注
目
が
高
ま
っ
た
医

療
保
障
政
策
に
関
し
て
、
両
党
は
何
ら
か
の
成
果
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
成
立
の
た
め
の
両
党
間
の
妥
協
は
、
政
策

的
な
立
場
の
変
容
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
選
挙
政
治
に
向
け
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

４
　
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程

4.1
　
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
定
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
定

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、
医
療
保
険
に
関
す
る
三
つ
の
主
要
な
規
定
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
同
法
の
設
定
か
ら
一
定
期
間
内
に
行
う
べ
き

義
務
を
定
め
て
い
た
（
岩
屋
・
天
地 

二
〇
〇
〇
）。
第
一
に
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
長
官
は
、
一
年
以
内
に
医
療
情
報
の
保
護
に
関
す
る
提
言
を
議
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
連
邦
議
会
は
、
三
年
以
内
に
医
療
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
三
年
以
内
に
法
律
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
、
規
則
の
交
付
は
Ｈ
Ｈ
Ｓ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

一
九
九
七
年
に
シ
ャ
ラ
ラ
（D

onna S
halala

）
長
官
は
個
人
の
医
療
情
報
の
保
護
に
関
す
る
提
言
を
ま
と
め
議
会
に
提
出
し

（
26
）

、

一
九
九
九
年
に
は
上
下
院
に
お
い
て
「
医
療
情
報
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
法
律
（M

edical Inform
ation P

rivacy 

and S
ecurity A

ct

）」
案
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
法
案
は
審
議
に
至
ら
ず
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
が
定
め
た
一
九
九
九
年
八
月
二
一
日
の

期
限
を
過
ぎ
て
も
、
議
会
に
お
い
て
医
療
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
は
成
立
し
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
は
規
則
案
の
作
成
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
。
Ｈ
Ｈ
Ｓ
は
、
一
九
九
九
年
の
一
一
月
三
日
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則

）
三
三
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

四
六

を
初
め
て
公
表
し
、
二
〇
〇
〇
年
の
一
二
月
に
最
終
版
（S

tandards for P
rivacy of Individually Identifiable H

ealth Inform
ation

）
を
公

布
し
た
。
規
則
案
は
シ
ャ
ラ
ラ
長
官
の
提
言
に
基
づ
い
て
お
り
、
消
費
者
本
人
が
医
療
記
録
を
閲
覧
す
る
権
利
や
、
当
該
記
録
の
内
容
が

正
確
で
な
い
場
合
に
訂
正
を
要
求
す
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
ほ
か
、
保
険
会
社
や
医
療
提
供
者
に
よ
る
個
人
の
医
療
情
報
の
使
用
ま
た

は
開
示
に
際
し
て
の
制
限
を
定
め
て
い
る

（
27
）

。

二
〇
〇
一
年
に
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
か
ら
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
へ
と
政
権
交
代
が
起
こ
る
と
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
の
施
行

が
一
度
延
期
さ
れ
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
下
で
出
さ
れ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
の
最
終
版
は
、
手
続
き
上
の
ミ
ス
に
よ
り
期
限
内
に
提
出

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
規
則
の
見
直
し
を
行
う
（
近
藤 

二
〇
一
五
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
制
が
一

旦
白
紙
に
戻
さ
れ
、
再
ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
も
あ
っ
た

（
28
）

。
し
か
し
最
終
的
に
は
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
変
更
を
加
え

な
が
ら
も
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
を
発
行
す
る
と
の
発
表
が
二
〇
〇
二
年
に
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
施
行
規
則
の
最
終
版
を
作
成
し
た
チ
ー
ム
の
一
員
で
あ
る
ダ
ニ
エ
ル
（Jodi D

aniel

）
に
よ
れ
ば
、
最
大
の
問
題
は

個
人
健
康
情
報
（P

ersonal H
ealth Inform

ation: H
P

I
）
を
治
療
や
支
払
い
な
ど
の
医
療
業
務
の
目
的
で
使
用
す
る
際
に
、
患
者
の
同
意

を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
政
権
交
代
に
伴
い
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
が
意
見
収
集
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
医
療
業
務
の
た
め
に
同
意
を
必
要

と
す
る
最
初
の
ル
ー
ル
は
実
行
が
困
難
で
あ
る
と
の
意
見
が
多
く
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
は
法
案
の
修
正
に
迫
ら
れ
る
。
二
〇
〇
三
年
に
は

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
則
が
最
終
決
定
さ
れ
る

（
29
）

。

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
大
統
領
選
挙
の
時
点
か
ら
医
療
保
障
政
策
が
大
き
な
争
点
に
な
ら
ず
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法

に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
医
療
貯
蓄
口
座
に
関
す
る
政
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
自
体
に
対
し

て
で
は
な
く
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程
に
対
し
て
様
々
な
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
く
。
例
え
ば
、
医
療
情
報
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ

）
三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

四
七

シ
ー
擁
護
派
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
が
患
者
の
同
意
な
し
に
多
く
の
情
報
の
使
用
や
開
示
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た

（
30
）

。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ

法
の
要
求
事
項
の
多
く
は
既
に
州
法
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
よ
り
も
厳
し
い
も
の
も
あ
る
。
加
え
て
、
医
師
会
か
ら
も
批

判
が
寄
せ
ら
れ
、
患
者
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
提
供
者
側
も
変
化
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
の
主
張
が
行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
が
施
行
さ
れ
た
当
初
、
医
療
機
関
は
対
応
に
追
わ
れ
、
大
き
な
混
乱
が
生
じ
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
へ
の
対
抗

と
し
て
、
何
千
も
の
医
療
機
関
が
、
ボ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
記
録
、
オ
フ
ィ
ス
で
の
署
名
、
予
約
ハ
ガ
キ
の
送
付
の
禁
止
な
ど
の
極
端
な

対
処
を
行
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る

（
31
）

。
ま
た
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
民
事
執
行
を
担
当
す
る
Ｈ
Ｈ
Ｓ
の
民
事
執
行
局
（O

ffi
ce for C

ivil 

R
ights: O

C
R

）
に
対
し
て
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
を
適
切
に
執
行
し
て
い
な
い
と
の
批
判
も
行
わ
れ
た
。
施
行
開
始
後
の
二
年
間
は
、

一
三
〇
〇
〇
件
以
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｏ
Ｃ
Ｒ
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
の

間
に
一
件
に
対
し
て
刑
罰
を
課
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
は
三
三
〇
〇
〇
件
以
上
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
約

八
〇
〇
〇
件
が
調
査
さ
れ
た
も
の
の
、
約
五
六
〇
〇
件
に
対
し
て
是
正
措
置
が
と
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
罰
金
は
課
せ
ら
れ
な
か
っ

た
（S

olove 2013: 25

）。

4.2
　
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
の
成
立

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
数
年
か
け
て
医
療
機
関
や
ス
タ
ッ
フ
の
間
に
浸
透
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
医
療
機
関
で
は
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
を
遵
守
す

る
た
め
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
担
当
者
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
以
降
、

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
施
行
と
遵
守
に
変
化
が
起
き
る
。
米
国
議
会
に
お
い
て
、
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
〇
九
年
に

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
が
成
立
す
る
。

）
三
三
（



米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

四
七

シ
ー
擁
護
派
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
が
患
者
の
同
意
な
し
に
多
く
の
情
報
の
使
用
や
開
示
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た

（
30
）

。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ

法
の
要
求
事
項
の
多
く
は
既
に
州
法
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
よ
り
も
厳
し
い
も
の
も
あ
る
。
加
え
て
、
医
師
会
か
ら
も
批

判
が
寄
せ
ら
れ
、
患
者
だ
け
で
は
な
く
、
医
療
提
供
者
側
も
変
化
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
の
主
張
が
行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
が
施
行
さ
れ
た
当
初
、
医
療
機
関
は
対
応
に
追
わ
れ
、
大
き
な
混
乱
が
生
じ
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
へ
の
対
抗

と
し
て
、
何
千
も
の
医
療
機
関
が
、
ボ
イ
ス
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
記
録
、
オ
フ
ィ
ス
で
の
署
名
、
予
約
ハ
ガ
キ
の
送
付
の
禁
止
な
ど
の
極
端
な

対
処
を
行
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る

（
31
）

。
ま
た
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
民
事
執
行
を
担
当
す
る
Ｈ
Ｈ
Ｓ
の
民
事
執
行
局
（O

ffi
ce for C

ivil 

R
ights: O

C
R

）
に
対
し
て
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
を
適
切
に
執
行
し
て
い
な
い
と
の
批
判
も
行
わ
れ
た
。
施
行
開
始
後
の
二
年
間
は
、

一
三
〇
〇
〇
件
以
上
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｏ
Ｃ
Ｒ
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
の

間
に
一
件
に
対
し
て
刑
罰
を
課
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
ま
で
に
は
三
三
〇
〇
〇
件
以
上
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
約

八
〇
〇
〇
件
が
調
査
さ
れ
た
も
の
の
、
約
五
六
〇
〇
件
に
対
し
て
是
正
措
置
が
と
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
罰
金
は
課
せ
ら
れ
な
か
っ

た
（S

olove 2013: 25

）。

4.2
　
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
の
成
立

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
数
年
か
け
て
医
療
機
関
や
ス
タ
ッ
フ
の
間
に
浸
透
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
医
療
機
関
で
は
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
を
遵
守
す

る
た
め
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
担
当
者
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
二
〇
〇
九
年
以
降
、

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
施
行
と
遵
守
に
変
化
が
起
き
る
。
米
国
議
会
に
お
い
て
、
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
〇
九
年
に

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
が
成
立
す
る
。

）
三
三
（
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二
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二
〇
二
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年
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月
）

四
八

Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
は
、
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
経
済
不
況
へ
の
対
応
と
し
て
、
イ
ン
フ
ラ
投
資
に
よ
る
景
気
の
下
支
え
を
行
う
も
の

で
あ
っ
た
。
医
療
分
野
に
関
し
て
は
、
電
子
診
療
記
録
（E

lectronic H
ealth R

ecord: E
H

R

）
の
導
入
に
伴
い
、
医
療
情
報
の
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
基
準
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
基
準
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
佐
藤 

二
〇
一
七

（
32
））。

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
で
は
、
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
連
邦
資
金
の
配
分
に
一
定
の
要
件
が
設
け
ら
れ
た
。
資
金
援
助
を
獲

得
す
る
た
め
に
は
、
Ｅ
Ｈ
Ｒ
の
有
効
活
用
が
求
め
ら
れ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
則
の
厳
格
な
遵
守
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
違
反
に
対
す
る
罰
則
を
大
幅
に
強
化
し
、
特
定
の
状
況
下
で
の
違
反
は
最
大
一
五
〇
万
ド

ル
に
達
し
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
は
、
連
邦
政
府
と
し
て
初
め
て
デ
ー
タ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
監
査
を
実
施
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
と
と
も

に
、
各
州
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
施
行
も
認
め
て
い
る
。

二
〇
一
三
年
一
月
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
は
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
修
正
案
を
発
表
す
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
最
終
規
則
の
対

象
は
、
医
療
機
関
の
み
な
ら
ず
関
係
業
者
（business associate

）
に
拡
大
し
、
Ｏ
Ｃ
Ｒ
は
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
強
制
力
を
強
化
す
る
。

Ｏ
Ｃ
Ｒ
は
、
大
規
模
な
医
療
機
関
に
対
す
る
規
制
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
州
が
管
轄
す
る
医
療
機
関
や
小
規
模
な
診
療
グ
ル
ー
プ
、
民

間
の
医
療
保
険
団
体
に
対
し
て
も
多
額
の
罰
金
を
科
す
よ
う
に
な
る

（
33
）

。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
の
成
立
に
伴
う
新
た
な
変
化
の
ひ
と
つ
は
、

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
執
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
違
反
に
よ
っ
て
深
刻
な
経
済
的
影
響
や
イ
メ
ー
ジ
の
毀
損
が
危

惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
が
成
立
す
る
と
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
に
対
し
て
新
た
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
に
対
す

る
批
判
と
し
て
は
、
主
に
二
つ
の
も
の
が
あ
っ
た
。
第
一
に
は
、
技
術
発
展
に
基
づ
く
個
人
再
特
定
の
リ
ス
ク
が
報
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
匿
名
化
の
方
法
が
も
つ
有
効
性
を
疑
問
視
す
る
も
の
で
あ
る

（
34
）

。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
有
効
性
に
対
す
る
批
判
は
、

）
三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

四
九

連
邦
の
行
政
機
関
内
部
か
ら
も
行
わ
れ
て
お
り
、
連
邦
会
計
調
査
院
（G

eneral A
ccounting O

ffi
ce: G

A
O

）
は
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
の
対
応
の
遅
れ

を
批
判
し
て
い
る

（
35
）

。

第
二
の
批
判
は
、
医
療
分
野
の
研
究
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
医
療
情
報
の
有
効
活
用
が
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
訴
え
で
あ
る
。

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
に
対
し
て
、
研
究
者
た
ち
は
医
療
研
究
に
与
え
る
影
響
を
危
惧
し
て
い
た
。
し
か
し
、
研
究
者
に

よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
へ
の
主
な
コ
メ
ン
ト
は
、
規
制
対
象
に
お
い
て
研
究
の
た
め
の
医
療
情
報
を
含
め
な
い
よ
う
に
求
め
る
も
の
で

あ
り
、
代
替
案
の
提
案
や
、
研
究
に
関
す
る
規
定
を
規
則
に
組
み
込
む
方
法
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
の
最
終
版
が
形
成
さ
れ
る
上
で
、
研
究
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
が
施
行
さ
れ
た
後
、
研
究
者
の
懸
念
は
高
ま
る

（
36
）

。
全
米
医
学
ア
カ
デ
ミ
ー
（N

ational A
cadem

y of M
edicine: N

A
M

）

は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
が
十
分
に
図
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
有
用
な
医
学
研
究
が
阻

害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
二
重
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
（N

ass et al. 2009

）。
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
問
題
を
受
け
て
、
医
療
情

報
の
匿
名
化
の
方
法
に
関
し
て
は
、
よ
り
具
体
的
な
説
明
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

4.3
　
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程
に
お
け
る
言
説
の
変
化
と
政
党
間
に
お
け
る
新
た
な
対
立

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、
成
立
過
程
と
執
行
過
程
で
は
争
点
と
な
る
言
説
が
変
化
し
て
い
る
。
カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法
案
は
、
医
療
保

険
の
携
行
性
の
改
善
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
議
会
内
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
は
、
個
々
人
の
医
療
貯
蓄
口
座
の
運
用
に
よ
る
医
療
保

障
体
制
の
構
築
と
い
う
方
向
性
を
認
め
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
議
会
内
に
お
け
る
調
整
に
よ
っ
て
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
が
成
立
し

た
後
、
特
に
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
拡
張
が
行
わ
れ
た
後
、
執
行
過
程
に
お
け
る
争
点
は
医
療
情
報
の
プ
ラ
イ
バ

）
三
三
（
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あ
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療
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Ｐ
Ａ
Ａ
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え
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影
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を
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。
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、
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よ
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は
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対
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を
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で
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、
代
替
案
の
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や
、
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に
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を
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則
に
組
み
込
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方
法
に
つ
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て
の
コ
メ
ン
ト
は
ほ
と
ん
ど
な
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っ
た
。
そ
の
た
め
、

プ
ラ
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バ
シ
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規
則
の
最
終
版
が
形
成
さ
れ
る
上
で
、
研
究
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
が
施
行
さ
れ
た
後
、
研
究
者
の
懸
念
は
高
ま
る

（
36
）

。
全
米
医
学
ア
カ
デ
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ー
（N

ational A
cadem

y of M
edicine: N

A
M

）

は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
が
十
分
に
図
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
有
用
な
医
学
研
究
が
阻

害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
二
重
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
（N

ass et al. 2009

）。
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
問
題
を
受
け
て
、
医
療
情

報
の
匿
名
化
の
方
法
に
関
し
て
は
、
よ
り
具
体
的
な
説
明
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

4.3
　
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程
に
お
け
る
言
説
の
変
化
と
政
党
間
に
お
け
る
新
た
な
対
立

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、
成
立
過
程
と
執
行
過
程
で
は
争
点
と
な
る
言
説
が
変
化
し
て
い
る
。
カ
セ
バ
ウ
ム
＝
ケ
ネ
デ
ィ
法
案
は
、
医
療
保

険
の
携
行
性
の
改
善
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
議
会
内
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
は
、
個
々
人
の
医
療
貯
蓄
口
座
の
運
用
に
よ
る
医
療
保

障
体
制
の
構
築
と
い
う
方
向
性
を
認
め
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
議
会
内
に
お
け
る
調
整
に
よ
っ
て
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
が
成
立
し

た
後
、
特
に
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
拡
張
が
行
わ
れ
た
後
、
執
行
過
程
に
お
け
る
争
点
は
医
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の
プ
ラ
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政
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　第
五
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

五
〇

シ
ー
保
護
に
関
す
る
も
の
へ
と
変
化
す
る
。

言
説
の
変
化
の
背
景
に
は
、
第
一
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
概
念
の
変
化
が
あ
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、
米
国
に
お
い
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
が
重
要
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
則
の
前
文
で
は
、
自
分
の
秘
密
を
他
人
に
知
ら
れ

な
い
権
利
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
重
要
性
に
言
及
し
て
お
り
、
様
々
な
個
人
情
報
の
中
で
、
医
療
情
報
が
最
も
取
り
扱
い
に
注
意
を

要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

（
37
）

。
特
に
、
医
療
情
報
の
電
子
化
が
進
ん
だ
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
し
て
新
た
な
懸
念
を

生
み
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
医
療
情
報
の
記
録
保
存
シ
ス
テ
ム
の
電
子
化
の
進
展
は
、「
個
人
情
報
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
失
っ

た
（lost all control over their personal inform

ation

）」
と
い
う
不
安
を
生
み
出
し
た

（
38
）

。

医
療
情
報
の
電
子
化
に
関
す
る
不
安
が
生
ま
れ
る
中
で
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
概
念
が
変
化
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
。

特
に
、
医
療
情
報
の
記
録
方
法
の
変
化
が
、
新
た
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
感
覚
（sense of privacy

）
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す

る
。
電
子
化
が
進
展
す
る
前
段
階
に
お
い
て
、
医
療
情
報
は
不
完
全
な
記
録
シ
ス
テ
ム
（im

perfect system
 of record keeping

）
の
も
と

に
あ
り
、
情
報
の
機
密
性
は
完
全
に
守
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
誤
っ
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
感
覚
（a false sense of privacy

）
が
生
み
出
さ

れ
て
い
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
が
主
張
す
る
新
し
い
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
感
覚
と
は
、
高
度
な
医
療
情
報
の
記
録
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
た
な

か
で
、
情
報
の
機
密
性
の
保
護
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

医
療
情
報
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
徹
底
は
、
共
和
党
の
医
療
保
障
の
た
め
の
政
策
的
な
立
場
と
重
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
共
和
党
が
推
進
し
た
医
療
貯
蓄
口
座
の
整
備
は
、
公
的
な
制
度
の
構
築
で
は
な
く
民

間
の
企
業
を
中
心
と
し
た
医
療
保
障
体
制
の
構
築
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
医
療
情
報
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
争
点
と
な
っ
た
こ
と
は
、
医
療
保
障
の
た
め
の
私
的
ア
ク
タ
ー
の
働
き
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法

）
三
四
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
一

を
め
ぐ
る
政
党
間
の
調
整
言
説
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
執
行
過
程
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
示
す
証
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
は
、
民
主
党
と
共
和
党
間
に
お
け
る
新
た
な
対
立
も
表
れ
て
い
る
（
坂
井 

二
〇
一
〇
：
六
九
─
七
〇
）。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
成
立
後
、
法
律
の
執
行
は
Ｈ
Ｈ
Ｓ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程

に
お
い
て
、
政
党
間
に
お
け
る
対
立
は
生
じ
ず
、
執
行
機
関
や
研
究
者
か
ら
の
批
判
の
み
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ

法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
再
び
政
党
間
の
対
立
が
表
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
を
作
成
す
る
た
め
の
取
り
組

み
は
、
オ
バ
マ
政
権
発
足
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
九
年
一
月
一
〇
日
に
は
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
掲
げ
る
景
気
刺
激
策
が
与
え

る
影
響
に
関
す
る
報
告
書
（the Job Im

pact of the A
m

erican R
ecovery and R

einvestm
ent P

lan

）
が
提
出
さ
れ
、
具
体
的
な
政
策
の
内

容
や
目
標
が
検
討
さ
れ
て
い
る

（
39
）

。

Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
に
関
す
る
上
下
両
院
の
動
き
は
比
較
的
短
期
間
で
行
わ
れ
た

（
40
）

。
下
院
に
お
い
て
、
法
案
は
二
〇
〇
九
年
一
月
二
六
日
に
下

院
歳
出
委
員
会
委
員
長
の
オ
ベ
イ
（D

avid O
bey

）
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
。
オ
バ
マ
大
統
領
は
、
法
案
を
二
月
中
旬
ま
で
に
通
過
さ
せ

る
こ
と
を
目
標
と
し
、
景
気
刺
激
策
に
対
す
る
議
会
の
早
急
な
合
意
形
成
を
求
め
た

（
41
）

。
一
月
二
七
日
か
ら
法
案
に
関
す
る
審
議
が
始
ま
る

と
、
共
和
党
は
、
大
規
模
な
連
邦
支
出
の
有
効
性
に
対
し
て
疑
問
を
示
し
な
が
ら
も
、
オ
バ
マ
大
統
領
と
民
主
党
の
意
向
に
は
概
ね
賛
同

し
て
い
た
。
法
案
に
関
す
る
修
正
案
が
ま
と
め
ら
れ
る
と
、
一
月
二
八
日
に
二
四
四
対
一
八
八
の
投
票
で
法
案
は
可
決
す
る
。

上
院
で
は
、
民
主
党
の
リ
ー
ド
（H

arry R
eid

）
に
よ
っ
て
一
月
六
日
に
法
案
が
提
出
さ
れ

（
42
）

、
具
体
的
な
審
議
は
二
月
二
日
か
ら
一
〇

日
の
間
に
行
わ
れ
た
。
法
案
に
関
す
る
審
議
は
、
二
七
五
〇
億
ド
ル
の
減
税
に
関
す
る
規
定
か
ら
始
ま
り
、
共
和
党
は
、
減
税
の
割
合
を

高
め
支
出
を
縮
小
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
価
格
を
低
く
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
案
の
修
正
を
提
案
し
た
。
オ
バ
マ
大
統
領
と
民

主
党
は
、
共
和
党
の
修
正
案
に
対
し
て
、
住
宅
税
控
除
額
の
増
加
と
適
用
対
象
の
拡
大
、
イ
ン
フ
ラ
支
出
の
増
額
に
対
し
て
妥
協
す
る
意

）
三
四
（



米
国
議
会
に
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医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
一

を
め
ぐ
る
政
党
間
の
調
整
言
説
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
執
行
過
程
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
示
す
証
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
は
、
民
主
党
と
共
和
党
間
に
お
け
る
新
た
な
対
立
も
表
れ
て
い
る
（
坂
井 

二
〇
一
〇
：
六
九
─
七
〇
）。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
成
立
後
、
法
律
の
執
行
は
Ｈ
Ｈ
Ｓ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程

に
お
い
て
、
政
党
間
に
お
け
る
対
立
は
生
じ
ず
、
執
行
機
関
や
研
究
者
か
ら
の
批
判
の
み
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ

法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
再
び
政
党
間
の
対
立
が
表
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
を
作
成
す
る
た
め
の
取
り
組

み
は
、
オ
バ
マ
政
権
発
足
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
九
年
一
月
一
〇
日
に
は
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
掲
げ
る
景
気
刺
激
策
が
与
え

る
影
響
に
関
す
る
報
告
書
（the Job Im

pact of the A
m

erican R
ecovery and R

einvestm
ent P

lan

）
が
提
出
さ
れ
、
具
体
的
な
政
策
の
内

容
や
目
標
が
検
討
さ
れ
て
い
る

（
39
）

。

Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
に
関
す
る
上
下
両
院
の
動
き
は
比
較
的
短
期
間
で
行
わ
れ
た

（
40
）

。
下
院
に
お
い
て
、
法
案
は
二
〇
〇
九
年
一
月
二
六
日
に
下

院
歳
出
委
員
会
委
員
長
の
オ
ベ
イ
（D

avid O
bey

）
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
。
オ
バ
マ
大
統
領
は
、
法
案
を
二
月
中
旬
ま
で
に
通
過
さ
せ

る
こ
と
を
目
標
と
し
、
景
気
刺
激
策
に
対
す
る
議
会
の
早
急
な
合
意
形
成
を
求
め
た

（
41
）

。
一
月
二
七
日
か
ら
法
案
に
関
す
る
審
議
が
始
ま
る

と
、
共
和
党
は
、
大
規
模
な
連
邦
支
出
の
有
効
性
に
対
し
て
疑
問
を
示
し
な
が
ら
も
、
オ
バ
マ
大
統
領
と
民
主
党
の
意
向
に
は
概
ね
賛
同

し
て
い
た
。
法
案
に
関
す
る
修
正
案
が
ま
と
め
ら
れ
る
と
、
一
月
二
八
日
に
二
四
四
対
一
八
八
の
投
票
で
法
案
は
可
決
す
る
。

上
院
で
は
、
民
主
党
の
リ
ー
ド
（H

arry R
eid

）
に
よ
っ
て
一
月
六
日
に
法
案
が
提
出
さ
れ

（
42
）

、
具
体
的
な
審
議
は
二
月
二
日
か
ら
一
〇

日
の
間
に
行
わ
れ
た
。
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に
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す
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審
議
は
、
二
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五
〇
億
ド
ル
の
減
税
に
関
す
る
規
定
か
ら
始
ま
り
、
共
和
党
は
、
減
税
の
割
合
を

高
め
支
出
を
縮
小
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
価
格
を
低
く
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
案
の
修
正
を
提
案
し
た
。
オ
バ
マ
大
統
領
と
民

主
党
は
、
共
和
党
の
修
正
案
に
対
し
て
、
住
宅
税
控
除
額
の
増
加
と
適
用
対
象
の
拡
大
、
イ
ン
フ
ラ
支
出
の
増
額
に
対
し
て
妥
協
す
る
意

）
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四
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五
二

思
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
上
院
は
、
オ
バ
マ
大
統
領
の
要
請
に
よ
り
二
月
七
日
に
特
別
討
論
会
を
収
集
し
、
二
月
九
日
に
は
法
案
の
審

議
を
終
了
し
、
法
案
の
採
決
に
議
題
を
進
め
る
こ
と
を
六
一
対
三
六
で
決
定
し
た
。
二
月
一
〇
日
の
投
票
に
お
い
て
、
法
案
は
六
一
対

三
七
で
可
決
す
る
。

Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
法
案
成
立
に
お
け
る
投
票
結
果
で
あ
る

（
43
）

。
下
院
に
お
け
る
法
案
の
投
票
結
果

は
、
民
主
党
員
は
一
一
人
以
外
の
二
四
四
人
全
て
が
賛
成
し
た
が
、
共
和
党
員
は
全
て
法
案
に
反
対
し
た
。
ま
た
、
上
院
に
お
い
て
は
、

民
主
党
は
全
員
賛
成
し
た
も
の
の
、
共
和
党
は
三
人
の
み
が
賛
成
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
過
程
と
比
較
す
る
と
、

法
案
の
成
立
に
対
し
て
政
党
間
の
対
立
が
温
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
、
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
を
め
ぐ
る
党
派
対
立
は
、
オ

バ
マ
政
権
が
推
し
進
め
た
二
〇
一
〇
年
の
医
療
改
革
法
の
成
立
過
程
に
お
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
（
天
野 

二
〇
一
三
）。

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
過
程
で
は
、
法
案
の
内
容
を
医
療
保
障
体
制
の
漸
次
的
な
修
正
に
留
め
な
が
ら
、
両
党
間
の
妥
協
が
生
ま
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
規
制
内
容
を
拡
大
す
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
医
療
保
障
の
た
め
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
の
成
立
過
程
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
超
党
派
に
よ
る
法
案
の
成
立
は

よ
り
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
米
国
の
医
療
保
障
た
め
の

政
策
上
の
方
針
が
持
続
さ
れ
な
が
ら
も
、
政
党
間
の
対
立
が
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

５
　
結
論
：
民
主
党
の
妥
協
と
争
点
の
変
化

本
稿
は
、
言
説
的
制
度
論
に
基
づ
き
な
が
ら
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
過
程
と
執
行
過
程
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法

成
立
の
た
め
に
民
主
党
と
共
和
党
の
政
党
間
お
よ
び
党
内
部
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
調
整
言
説
を
明
ら
か
に
し
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
は
、

）
三
四
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
三

国
民
皆
保
険
の
実
現
を
目
指
す
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
お
い
て
成
立
し
た
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
お
い
て
、
医
療
政
策
の
多
く
は
実
現
せ
ず
、

唯
一
の
成
功
事
例
と
し
て
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
に
関
す
る
超
党
派
の
合
意
が
存
在
す
る
。
医
療
保
障
に
対
し
て
、
両
党
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
態

度
を
と
り
な
が
ら
も
、
政
権
が
積
極
的
な
姿
勢
を
目
指
す
医
療
政
策
に
関
し
て
何
ら
か
の
具
体
的
な
成
果
を
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。

民
主
党
は
、
公
的
な
制
度
に
基
づ
く
医
療
保
障
体
制
の
構
築
に
取
り
組
む
が
、
共
和
党
は
、
制
度
改
革
自
体
に
消
極
的
な
態
度
を
と
っ

て
い
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
成
立
の
た
め
に
は
、
政
党
間
お
よ
び
党
内
部
に
お
け
る
調
整
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
の
分
析
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
政
党
間
の
調
整
の
結
果
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
改
革
を
志
向
す
る
の
で

は
な
く
、
民
間
の
ア
ク
タ
ー
の
働
き
を
前
提
と
す
る
医
療
保
障
政
策
の
た
め
の
路
線
が
構
築
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
成
立
に
向
け
て
、
両
党
間
の
妥
協
の
た
め
に
と
ら
れ
た
医
療
保
障
政
策
の
路
線
変
更
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法

に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
規
制
強
化
に
対
し
て
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｃ
Ｈ
法
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
医
療
情
報
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
注
目
が
あ
っ
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
過
程
に
お
け
る
調
整
言
説
を
前
提
と
す
る
場
合
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ

法
お
よ
び
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
徹
底
は
、
医
療
保
障
政
策
に
お
い
て
、
企
業
や
個
人
の
役
割
を
重
視
す
る

方
向
へ
の
路
線
変
更
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

本
稿
が
採
用
し
た
言
説
的
制
度
論
は
、
制
度
変
化
の
観
点
に
注
目
す
る
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
医
療
情
報
政
策
の
成
立

が
単
に
偶
発
的
な
要
因
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
政

策
の
執
行
過
程
に
注
目
す
る
場
合
、
政
策
の
立
案
の
た
め
に
行
わ
れ
た
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
が
、
医
療
保
障
に
対
す
る
政
党
の
政
策
的
立

場
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
稿
に
は
課
題
も
存
在
す
る
。
第
一
に
、
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
説
的
制
度
論
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法

）
三
三
（
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保
険
の
実
現
を
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す
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リ
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ト
ン
政
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に
お
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て
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立
し
た
。
ク
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ト
ン
政
権
に
お
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て
、
医
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政
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の
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く
は
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ず
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唯
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の
成
功
事
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と
し
て
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Ａ
Ａ
法
に
関
す
る
超
党
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の
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が
存
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す
る
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医
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保
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に
対
し
て
、
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党
は
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る
態

度
を
と
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が
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も
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的
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を
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医
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に
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た
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医
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築
に
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が
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は
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的
な
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度
を
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た
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Ｐ
Ａ
Ａ
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の
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の
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に
は
、
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党
間
お
よ
び
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部
に
お
け
る
調
整
が
求
め
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て
い
た
。
本
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の
分
析
に
よ
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て

明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
政
党
間
の
調
整
の
結
果
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
改
革
を
志
向
す
る
の
で

は
な
く
、
民
間
の
ア
ク
タ
ー
の
働
き
を
前
提
と
す
る
医
療
保
障
政
策
の
た
め
の
路
線
が
構
築
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
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に
、
Ｈ
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Ｐ
Ａ
Ａ
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立
に
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て
、
両
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の
妥
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の
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め
に
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た
医
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の
路
線
変
更
は
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Ｃ
Ｈ
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Ｈ
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Ｐ
Ａ
Ａ
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Ｃ
Ｈ
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Ａ
法
の
成
立
過
程
に
お
け
る
調
整
言
説
を
前
提
と
す
る
場
合
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ

法
お
よ
び
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
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政
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に
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、
企
業
や
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の
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割
を
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る
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線
変
更
で
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を
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。

本
稿
が
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、
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に
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す
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あ
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ら
、
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療
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な
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に
行
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の
調
整
が
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に
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の
政
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立

場
を
形
成
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る
こ
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も
示
し
て
い
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。
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し
、
本
稿
に
は
課
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も
存
在
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。
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に
、
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ア
プ
ロ
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関
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
説
的
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五
四

が
い
か
に
し
て
成
立
し
た
の
か
を
ア
ク
タ
ー
間
の
調
整
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
の
成
立
に
対
し
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
調
整
言
説
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か

に
関
し
て
、
本
稿
の
記
述
は
不
十
分
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
特
に
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
医
療
保
障
の
た

め
の
路
線
が
、
既
存
の
医
療
保
障
政
策
と
比
較
し
た
場
合
ど
こ
に
違
い
が
あ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
法
の
執
行
過
程
に
対
し
て
影
響
を
与
え
て

い
る
の
か
は
今
後
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
オ
バ
マ
政
権
に
お
け
る
医
療
改
革
法
と
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
の

成
立
過
程
に
関
す
る
議
論
は
、
Ａ
Ｒ
Ｒ
Ａ
法
の
成
立
過
程
の
分
析
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
オ
バ
マ
政
権
が
医
療
保

障
政
策
と
し
て
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
も
の
は
、
医
療
改
革
法
の
成
立
で
あ
り
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
に
関
す
る
議
論
の
争
点
で
あ
っ
た
国

民
皆
保
険
に
つ
い
て
も
、
オ
バ
マ
政
医
療
改
革
法
の
文
脈
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
を
め
ぐ
る
政
党
間
の
対
立
を
よ

り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
医
療
改
革
法
の
成
立
や
執
行
過
程
を
め
ぐ
る
政
党
間
お
よ
び
党
内
の
対
立
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
さ
ら
な

る
分
析
が
求
め
ら
れ
る
。

（
1
） 

米
国
に
お
い
て
、
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
連
邦
法
と
し
て
は
、
一
九
七
四
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
（F

ederal 

P
rivacy L

aw

）
が
あ
る
。
同
法
は
、
政
府
が
保
有
す
る
個
人
情
報
を
本
人
が
知
る
権
利
、
当
該
情
報
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
の
か
を
本
人
が

知
る
権
利
、
個
人
が
当
該
情
報
を
閲
覧
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
公
平
な
情
報
の
使
用
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 

医
療
政
策
の
内
容
分
析
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
堀
（
二
〇
一
三
）
を
参
照
。

（
3
） 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
言
説
は
ア
イ
デ
ィ
ア
よ
り
も
汎
用
性
が
高
く
、
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
（S

chm
idt 2008: 309

）。

（
4
） 

ミ
ク
ロ
次
元
で
の
言
説
動
員
過
程
に
焦
点
を
絞
っ
た
場
合
、
社
会
運
動
研
究
で
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
論
が
有
用
な
示
唆
を
与

）
三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
五

え
る
（
西
岡 

二
〇
二
一
：
八
二；

近
藤 

二
〇
〇
九
）。
例
え
ば
、
先
行
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
自
由
主
義
型
福
祉
国
家
の
政
策
変
化
の
フ
レ
ー

ミ
ン
グ
分
析
が
あ
る
（W

hite 2017

）。

（
5
） 

一
九
九
一
年
一
一
月
に
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
で
行
わ
れ
た
上
院
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、
ハ
リ
ス
・
ウ
ォ
フ
ォ
ー
ド
（H

arris W
offord

）
候
補

の
当
選
は
、
国
民
皆
保
険
の
必
要
性
を
訴
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
松
本 

二
〇
一
五
：
一
九
五
）。

（
6
） 

二
〇
二
〇
年
の
事
業
主
提
供
医
療
保
険
へ
の
加
入
者
は
、
人
口
の
五
四
・
四
％
で
あ
る
、K

eisler-S
tarkey, K

atherine and L
isa N

. 

B
unch 

（2021

） “H
ealth Insurance C

overage S
tatus and T

ype of C
overage by S

elected C
haracteristics: 2020, ” U

nited S
tates 

C
ensus B

ureau, https://w
w

w
.census.gov/content/dam

/C
ensus/library/publications/2021/dem

o/p60-274.pdf

（
二
〇
二
二
年
四
月

三
日
閲
覧
）。

（
7
） 

Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
と
は
、
離
職
し
た
個
人
が
保
険
料
を
自
分
で
支
払
う
限
り
、
元
の
雇
用
主
の
団
体
保
険
に
一
定
期
間
加
入
し
続
け
る
こ
と
を
認
め

る
も
の
で
あ
る
、U

. S
. D

epartm
ent of L

abor, “C
ontinuation of H

ealth C
overage 

（C
O

B
R

A

）, ” https://w
w

w
.dol.gov/general/

topic/health-plans/cobra

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
九
日
閲
覧
）。

（
8
） 

共
和
党
の
保
守
派
か
ら
は
、
ス
レ
イ
ド
・
ゴ
ー
ド
ン
（S

lade G
ordon

）、
ジ
ュ
ー
ド
・
グ
レ
ッ
グ
（Jude G

regg

）
ら
、
民
主
党
リ
ベ
ラ
ル

派
か
ら
は
、
ポ
ー
ル
・
ウ
ェ
ル
ス
ト
ー
ン
（P

aul W
ellstone

）、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
ッ
ド
（C

hristopher J. D
odd

）
ら
が
加
わ
り
、
ま
た
、

医
師
で
あ
る
共
和
党
議
員
の
ビ
ル
・
フ
リ
ス
ト
（B

ill F
rist

）
も
参
加
し
た
。

（
9
） 

一
九
九
四
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
中
間
選
挙
に
お
い
て
、
共
和
党
は
下
院
に
お
い
て
一
七
六
議
席
か
ら
二
三
〇
議
席
へ
、
上
院
で
は
四
三
議
席

か
ら
五
三
議
席
へ
と
大
幅
に
議
席
数
を
伸
ば
す
、S

tatics of the C
ongressional E

lection of N
ovem

ber 8, 1994, https://history.house.

gov/Institution/E
lection-S

tatistics/

（
二
〇
二
二
年
四
月
一
九
日
閲
覧
）。

（
10
） D

ahl, D
avid 

（1994

） “H
ealth C

are U
nveils the T

w
p S

ides of B
ob dole, ” https://w

w
w

.tam
pabay.com

/archive/1994/07/20/

health-care-unveils-the-tw
o-sides-of-bob-dole/

（
二
〇
二
二
年
四
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
11
） B

ow
en, W

. R
. 

（2005

） “P
olicy Innovation and H

ealth Insurance R
eform

 in the A
m

erican S
tates: A

n E
vent H

istory A
nalysis 

of S
tate M

edical S
avings A

ccount A
doptions 

（1993-1996

）, ” R
etrieved from

 http://purl.flvc.org/fsu/fd/F
S

U
_m

igr_etd-3456

）
三
三
（



米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
五

え
る
（
西
岡 

二
〇
二
一
：
八
二；

近
藤 

二
〇
〇
九
）。
例
え
ば
、
先
行
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
自
由
主
義
型
福
祉
国
家
の
政
策
変
化
の
フ
レ
ー

ミ
ン
グ
分
析
が
あ
る
（W

hite 2017

）。

（
5
） 
一
九
九
一
年
一
一
月
に
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
で
行
わ
れ
た
上
院
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、
ハ
リ
ス
・
ウ
ォ
フ
ォ
ー
ド
（H

arris W
offord

）
候
補

の
当
選
は
、
国
民
皆
保
険
の
必
要
性
を
訴
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
松
本 

二
〇
一
五
：
一
九
五
）。

（
6
） 

二
〇
二
〇
年
の
事
業
主
提
供
医
療
保
険
へ
の
加
入
者
は
、
人
口
の
五
四
・
四
％
で
あ
る
、K

eisler-S
tarkey, K

atherine and L
isa N

. 

B
unch 

（2021
） “H

ealth Insurance C
overage S

tatus and T
ype of C

overage by S
elected C

haracteristics: 2020, ” U
nited S

tates 

C
ensus B

ureau, https://w
w

w
.census.gov/content/dam

/C
ensus/library/publications/2021/dem

o/p60-274.pdf

（
二
〇
二
二
年
四
月

三
日
閲
覧
）。

（
7
） 

Ｃ
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
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p S
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pabay.com
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究
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五
十
九
巻
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一
・
二
号
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二
〇
二
二
年
九
月
）

五
六

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
九
日
閲
覧
）。

（
12
） 

C
on

gression
al Q

u
arterly A

lm
an

ac, 1996, pp. 31-32.
（
13
） 
例
え
ば
、
ケ
ネ
デ
ィ
は
医
療
貯
蓄
口
座
に
対
し
て
、
健
康
保
険
改
革
を
破
壊
す
る
可
能
性
の
あ
る
ト
ロ
イ
の
木
馬
で
あ
る
と
の
批
判
と
行
っ
た
、

H
avem

ann, Judith 

（1996

） “C
om

prom
ise of M

edical S
avings A

ccounts P
ossible, ” https://w

w
w

.w
ashingtonpost.com

/archive/

politics/1996/06/16/com
prom

ise-on-m
edical-savings-accounts-possible/ade0977d-d591-4a34-a850-b1b8f9a14ce8/

（
二
〇
二
二
年

四
月
一
九
日
閲
覧
）。

（
14
） https://clintonw

hitehouse4.archives.gov/W
H

/N
ew

/other/sotu.htm
l

（
二
〇
二
二
年
四
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
15
） C

lym
er, A

dam
 

（1996
） “S

enate D
efeats D

ole R
evision to H

ealth B
ill, ” https://w

w
w

.nytim
es.com

/1996/04/19/us/senate-

defeats-dole-revision-to-health-bill.htm
l

（
二
〇
二
二
年
四
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
16
） 

C
on

gression
al Q

u
arterly A

lm
an

ac, 1996, pp. 33-34.

（
17
） S

tolberg, S
heryl 

（1996

） “D
ole ’s P

ush for H
ealth S

avings A
ccount D

efeated, ” https://w
w

w
.latim

es.com
/archives/la-xpm

-

1996-04-19-m
n-60350-story.htm

l

（
二
〇
二
二
年
四
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
18
） 

C
on

gression
al Q

u
arterly A

lm
an

ac, 1996, p. 31.

（
19
） R

oll C
all 106 B

ill N
um

ber: H
. R

. 3103, https://clerk.house.gov/V
otes/1996106?P

age=35&
D

ate=3%
2F

19%
2F

1996

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
20
） 

C
on

gression
al Q

u
arterly A

lm
an

ac, 1996, p. 34.

（
21
） T

he W
ashington P

ost 

（1996

） “D
ole Im

perils H
ealth B

ill, K
ennedy A

sserts, ” https://w
w

w
.w

ashingtonpost.com
/archive/

politics/1996/06/08/dole-im
perils-health-bill-kennedy-asserts/04caccbf-354c-41c1-9849-894c89461a8d/

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四

日
閲
覧
）。

（
22
） 

C
on

gression
al Q

u
arterly A

lm
an

ac, 1996, p. 38.

（
23
） 

Ibid.

）
三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
七

（
24
） 

下
院
に
つ
い
て
はR

oll C
all 393 B

ill N
um

ber: H
. R

. 3103, https://clerk.house.gov/V
otes/1996393?P

age=7&
D

ate=8%
2F

1%

2F
1996

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）、
上
院
に
つ
い
て
はR

oll C
all V

ote 104 th C
ongress – 2 st S

ession, https://w
w

w
.senate.

gov/legislative/L
IS

/roll_call_votes/vote1042/vote_104_2_00264.htm

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）
を
参
照
。

（
25
） 

Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
以
降
、
大
統
領
選
は
本
格
化
す
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
と
ド
ー
ル
は
ど
ち
ら
も
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
を
自
ら
の
重
要
な

成
果
と
し
て
強
調
し
た
（
天
野 

二
〇
〇
九
ａ
：
二
〇
四
）。

（
26
） 

本
提
言
は
、
①
消
費
者
の
権
限
、
②
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
保
護
、
③
公
共
の
利
益
に
関
す
る
責
務
、
④
情
報
の
流
用
か
ら
の
保
護
、
⑤
情

報
の
保
護
と
い
う
五
項
目
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

（
27
） 

Ｈ
Ｈ
Ｓ
の
Ｈ
Ｐ
を
参
照
、https://w

w
w

.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/index.htm
l

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
28
） T

hibodeau, P
atrick 

（2001

） “H
IP

A
A

 P
rivacy R

ules under F
ire in W

ashington, ” https://w
w

w
.com

puterw
orld.com

/

article/2590865/hipaa-privacy-rules-under-fire-in-w
ashington.htm

l

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
29
） 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ル
ー
ル
の
主
た
る
目
的
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
対
象
事
業
者
が
作
成
・
受
信
・
使
用
・
維
持
・
送
信
す
る
電
子
化
さ
れ
た
個
人
の
健

康
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ル
ー
ル
で
は
、
リ
ス
ク
分
析
の
実
施
と
、
物
理
的
・
技
術

的
・
管
理
的
な
様
々
な
保
護
措
置
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
、H

ales, M
aggie 

（2020

） “H
IP

P
A

 is N
ot P

olitical, ” https://

thehipaaetool.com
/hipaa-is-not-political/

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
30
） P

eel, D
eborah 

（2006

） “P
rivacy and H

ealth R
esearch C

an C
o-exist, ” G

overn
m

en
t &

 P
olicy, https://w

w
w

.healthcareitnew
s.

com
/new

s/peel-privacy-and-health-research-can-co-exist

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
31
） 

例
え
ば
次
を
参
照
、S

tein, R
ob 

（2003

） “P
atient P

rivacy R
ules B

ring W
ide C

onfusion, ” https://w
w

w
.w

ashingtonpost.com
/

archive/politics/2003/08/18/patient-privacy-rules-bring-w
ide-confusion/ba0d516a-7477-41dc-9d7b-6343967bf4c3/

（
二
〇
二
二

年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
32
） 

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
は
他
に
も
、
侵
害
通
知
規
則
の
新
設
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
遵
守
の
責
任
を
ビ
ジ
ネ
ス
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
に
拡
大
、
電
子
健
康
記
録

（
Ｈ
Ｅ
Ｒ
）
を
導
入
す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
や
病
院
に
対
す
る
財
政
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
立
し
た
、H

ales, M
aggie 

（2020

） “H
IP

P
A

 is N
ot 

）
三
三
（



米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
七

（
24
） 

下
院
に
つ
い
て
はR

oll C
all 393 B

ill N
um

ber: H
. R

. 3103, https://clerk.house.gov/V
otes/1996393?P

age=7&
D

ate=8%
2F

1%

2F
1996

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）、
上
院
に
つ
い
て
はR

oll C
all V

ote 104 th C
ongress – 2 st S

ession, https://w
w

w
.senate.

gov/legislative/L
IS

/roll_call_votes/vote1042/vote_104_2_00264.htm

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）
を
参
照
。

（
25
） 
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
以
降
、
大
統
領
選
は
本
格
化
す
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
と
ド
ー
ル
は
ど
ち
ら
も
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ａ
法
の
成
立
を
自
ら
の
重
要
な

成
果
と
し
て
強
調
し
た
（
天
野 

二
〇
〇
九
ａ
：
二
〇
四
）。

（
26
） 

本
提
言
は
、
①
消
費
者
の
権
限
、
②
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
保
護
、
③
公
共
の
利
益
に
関
す
る
責
務
、
④
情
報
の
流
用
か
ら
の
保
護
、
⑤
情

報
の
保
護
と
い
う
五
項
目
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

（
27
） 

Ｈ
Ｈ
Ｓ
の
Ｈ
Ｐ
を
参
照
、https://w

w
w

.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/index.htm
l

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
28
） T

hibodeau, P
atrick 

（2001

） “H
IP

A
A

 P
rivacy R

ules under F
ire in W

ashington, ” https://w
w

w
.com

puterw
orld.com

/

article/2590865/hipaa-privacy-rules-under-fire-in-w
ashington.htm

l

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
29
） 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ル
ー
ル
の
主
た
る
目
的
は
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
対
象
事
業
者
が
作
成
・
受
信
・
使
用
・
維
持
・
送
信
す
る
電
子
化
さ
れ
た
個
人
の
健

康
情
報
を
保
護
す
る
た
め
の
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ル
ー
ル
で
は
、
リ
ス
ク
分
析
の
実
施
と
、
物
理
的
・
技
術

的
・
管
理
的
な
様
々
な
保
護
措
置
の
実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
、H

ales, M
aggie 

（2020

） “H
IP

P
A

 is N
ot P

olitical, ” https://

thehipaaetool.com
/hipaa-is-not-political/

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
30
） P

eel, D
eborah 

（2006

） “P
rivacy and H

ealth R
esearch C

an C
o-exist, ” G

overn
m

en
t &

 P
olicy, https://w

w
w

.healthcareitnew
s.

com
/new

s/peel-privacy-and-health-research-can-co-exist
（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
31
） 

例
え
ば
次
を
参
照
、S

tein, R
ob 

（2003

） “P
atient P

rivacy R
ules B

ring W
ide C

onfusion, ” https://w
w

w
.w

ashingtonpost.com
/

archive/politics/2003/08/18/patient-privacy-rules-bring-w
ide-confusion/ba0d516a-7477-41dc-9d7b-6343967bf4c3/

（
二
〇
二
二

年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
32
） 

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
法
は
他
に
も
、
侵
害
通
知
規
則
の
新
設
、
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
遵
守
の
責
任
を
ビ
ジ
ネ
ス
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
に
拡
大
、
電
子
健
康
記
録

（
Ｈ
Ｅ
Ｒ
）
を
導
入
す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
や
病
院
に
対
す
る
財
政
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
立
し
た
、H

ales, M
aggie 

（2020

） “H
IP

P
A

 is N
ot 

）
三
三
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

五
八

P
olitical, ” https://thehipaaetool.com

/hipaa-is-not-political/

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
四
日
閲
覧
）。

（
33
） https://w

w
w

.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/law
s-regulations/com

bined-regulation-text/om
nibus-hipaa-

rulem
aking/index.htm

l

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
九
日
閲
覧
）。

（
34
） F

reudenheim
, M

ilt 

（2009

） “A
nd Y

ou T
hought a P

rescription W
as P

rivate, ” T
h

e N
ew

 Y
ork T

im
es, https://w

w
w

.nytim
es.

com
/2009/08/09/business/09privacy.htm

l

（
二
〇
二
二
年
四
月
一
〇
日
閲
覧
）。

（
35
） 

Ｇ
Ａ
Ｏ
に
よ
る
批
判
は
、
Ｈ
Ｈ
Ｓ
に
よ
る
匿
名
化
方
法
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
公
表
の
遅
れ
、
違
反
行
為
の
調
査
手
続
き
の
不
備
、
監
査
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
本
格
的
施
行
の
遅
れ
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
36
） 

具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
選
択
バ
イ
ア
ス
や
研
究
の
効
率
性
、
研
究
の
放
棄
、
研
究
に
お
け
る
匿
名
化
デ
ー
タ
の
有
効
性
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
に
対
す
る
懸
念
に
よ
る
研
究
へ
の
消
極
的
な
姿
勢
な
ど
が
あ
る
（N

ass et al. 2009: 66-69

）。

（
37
） 

医
療
情
報
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
価
値
を
置
く
理
由
は
様
々
で
あ
る
。
例
え
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
人
間
の
本
質
的
な
権
利
と
み
な
し
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
人
間
に
対
し
て
道
徳
的
な
独
自
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
方
が
あ
る
（T

erry and F
rancis 2007

）。

ま
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
お
け
る
価
値
が
、
個
人
の
自
律
性
や
尊
厳
な
ど
と
い
っ
た
他
の
価
値
を
促
進
す
る
点
に
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
見
方
も
あ

る
（S

olove 2006

）。

（
38
） H

arris E
quifax 

（1993

） H
ea

lth
 In

form
a

tion
 P

riva
cy S

tu
d

y, https://archive.epic.org/privacy/m
edical/polls.htm

l

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
九
日
閲
覧
）。

（
39
） 

例
え
ば
、
減
税
、
州
へ
の
財
政
支
援
、
イ
ン
フ
ラ
に
対
す
る
支
出
の
増
加
が
雇
用
に
与
え
る
影
響
や
、
雇
用
を
創
出
す
る
時
期
、
景
気
刺
激
策

に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
雇
用
形
態
、
人
口
構
成
の
変
化
に
つ
い
て
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
、R

om
er, C

hristina and Jared B
ernstein 

（2009

） 

“T
he Job Im

pact of the A
m

erican R
ecovery and R

einvestm
ent P

lan, ” https://w
w

w
.econom

y.com
/m

ark-zandi/docum
ents/T

he_

Job_Im
pact_of_the_A

m
erican_R

ecovery_and_R
einvestm

ent_P
lan.pdf

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
閲
覧
）。

（
40
） C

ongressional R
esearch S

ervice 

（2009

） “A
m

erican R
ecovery and R

einvestm
ent A

ct of 2009 

（P
.L

. 111-5

）: S
um

m
ary and 

L
egislative H

istory, ” p. 2, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R
/R

40537

（
二
〇
二
〇
年
四
月
二
三
日
閲
覧
）。 ）

三
三
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
九

（
41
） 

会
議
に
参
加
し
た
下
院
議
長
の
ナ
ン
シ
ー
・
ペ
ロ
シ
ー
（N

ancy P
elosi

）
の
発
言
を
参
照
、https://w

eb.archive.org/

w
eb/20090129065118/http://w

w
w

.new
sday.com

/services/new
spaper/printedition/saturday/new

s/ny-

bzecon246010682jan24,0,7242108.story

（
二
〇
二
二
年
四
月
一
〇
日
閲
覧
）。

（
42
） S

.1-A
m

errican R
ecovery and R

einvestm
ent A

ct of 2009, 111th C
ongress 

（2009-2010

）, https://w
w

w
.congress.gov/

bill/111th-congress/senate-bill/1

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
閲
覧
）。

（
43
） 

下
院
に
つ
い
て
は

R
oll C

all 46 B
ill N

um
ber: H

. R
. 1, https://clerk.house.gov/V

otes/200946?D
ate=1%

2F
28%

2F
2009

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
閲
覧
）、
上
院
に
つ
い
て
はR

oll C
all V

ote 111th C
ongress – 1st S

ession, https://w
w

w
.senate.gov/

legislative/L
IS

/roll_call_votes/vote1111/vote_111_1_00059.htm

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
閲
覧
）
を
参
照
。

参
考
文
献

（
日
本
語
文
献
）

天
野
拓
（
二
〇
一
三
）『
オ
バ
マ
の
医
療
改
革
：
国
民
皆
保
険
制
度
へ
の
苦
闘
』
勁
草
書
房
。

天
野
拓
（
二
〇
〇
九
ａ
）『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
医
療
改
革
と
政
党
政
治
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

天
野
拓
（
二
〇
〇
九
ｂ
）「
医
療
保
障
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
政
党
政
治
の
変
容
：
対
立
の
激
化
と
そ
の
背
景
」
五
十
嵐
武
士
・
久
保
文
明
編
『
ア
メ
リ

カ
現
代
政
治
の
構
図
：
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
と
そ
の
ゆ
く
え
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
八
一
─
三
〇
六
頁
。

岩
屋
孝
彦
・
天
地
麻
由
美
（
二
〇
〇
〇
）「
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
、
個
人
の
医
療
情
報
保
護
に
関
す
る
規
則
を
公
布
」『
ア
メ
リ
カ
ン
レ
ポ
ー
ト
』
第
五
巻
、

第
五
号
、
一
─
一
三
頁
。

栗
原
千
絵
子
・
斉
尾
武
郎
（
二
〇
〇
三
）「
米
国
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
施
行
に
お
け
る
診
療
情
報
保
護
の
課
題
」『
臨
床
と
薬
物
治
療
』
第
二
二
巻
、
第
七
号
、

六
八
一
─
六
八
八
頁
。

近
藤
倫
子
（
二
〇
一
五
）「
医
療
情
報
の
利
活
用
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
」『
情
報
通
信
を
め
ぐ
る
諸
課
題
（
科
学
技
術
に
関
す
る
調
査
プ
リ
ジ
ェ
ク
ト

二
〇
一
四
）』、
六
九
─
九
三
頁
。

）
三
三
（



米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

五
九

（
41
） 

会
議
に
参
加
し
た
下
院
議
長
の
ナ
ン
シ
ー
・
ペ
ロ
シ
ー
（N

ancy P
elosi

）
の
発
言
を
参
照
、https://w

eb.archive.org/

w
eb/20090129065118/http://w

w
w

.new
sday.com

/services/new
spaper/printedition/saturday/new

s/ny-

bzecon246010682jan24,0,7242108.story

（
二
〇
二
二
年
四
月
一
〇
日
閲
覧
）。

（
42
） S

.1-A
m

errican R
ecovery and R

einvestm
ent A

ct of 2009, 111th C
ongress 

（2009-2010

）, https://w
w

w
.congress.gov/

bill/111th-congress/senate-bill/1

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
閲
覧
）。

（
43
） 

下
院
に
つ
い
て
は

R
oll C

all 46 B
ill N

um
ber: H

. R
. 1, https://clerk.house.gov/V

otes/200946?D
ate=1%

2F
28%

2F
2009

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
閲
覧
）、
上
院
に
つ
い
て
はR

oll C
all V

ote 111th C
ongress – 1st S

ession, https://w
w

w
.senate.gov/

legislative/L
IS

/roll_call_votes/vote1111/vote_111_1_00059.htm

（
二
〇
二
二
年
四
月
二
三
日
閲
覧
）
を
参
照
。

参
考
文
献

（
日
本
語
文
献
）

天
野
拓
（
二
〇
一
三
）『
オ
バ
マ
の
医
療
改
革
：
国
民
皆
保
険
制
度
へ
の
苦
闘
』
勁
草
書
房
。

天
野
拓
（
二
〇
〇
九
ａ
）『
現
代
ア
メ
リ
カ
の
医
療
改
革
と
政
党
政
治
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

天
野
拓
（
二
〇
〇
九
ｂ
）「
医
療
保
障
制
度
改
革
を
め
ぐ
る
政
党
政
治
の
変
容
：
対
立
の
激
化
と
そ
の
背
景
」
五
十
嵐
武
士
・
久
保
文
明
編
『
ア
メ
リ

カ
現
代
政
治
の
構
図
：
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
と
そ
の
ゆ
く
え
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
八
一
─
三
〇
六
頁
。

岩
屋
孝
彦
・
天
地
麻
由
美
（
二
〇
〇
〇
）「
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
、
個
人
の
医
療
情
報
保
護
に
関
す
る
規
則
を
公
布
」『
ア
メ
リ
カ
ン
レ
ポ
ー
ト
』
第
五
巻
、

第
五
号
、
一
─
一
三
頁
。

栗
原
千
絵
子
・
斉
尾
武
郎
（
二
〇
〇
三
）「
米
国
Ｈ
Ｉ
Ｐ
Ａ
Ａ
施
行
に
お
け
る
診
療
情
報
保
護
の
課
題
」『
臨
床
と
薬
物
治
療
』
第
二
二
巻
、
第
七
号
、

六
八
一
─
六
八
八
頁
。

近
藤
倫
子
（
二
〇
一
五
）「
医
療
情
報
の
利
活
用
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
」『
情
報
通
信
を
め
ぐ
る
諸
課
題
（
科
学
技
術
に
関
す
る
調
査
プ
リ
ジ
ェ
ク
ト

二
〇
一
四
）』、
六
九
─
九
三
頁
。

）
三
三
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

六
〇

近
藤
康
史
（
二
〇
〇
九
）「
構
築
主
義
的
政
治
理
論
の
三
層
モ
デ
ル
：
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
Ｅ
Ｕ
政
策
を
事
例
と
し
た
試
論
」
小
野
耕
二
編
『
構
成
主

義
的
政
治
理
論
と
比
較
政
治
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
七
九
─
二
一
四
頁
。

佐
藤
智
晶
（
二
〇
一
三
）「
米
国
と
欧
州
に
お
け
る
医
療
情
報
法
制
を
め
ぐ
る
議
論
」『P

A
R
I-W

P

』
第
九
巻
、
一
─
一
五
頁
。

佐
藤
智
明
（
二
〇
一
七
）「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
医
療
情
報
法
制
の
展
開
と
医
療
安
全
の
推
進
」『
青
山
法
学
論
集
』
第
五
九
巻
、
第
一
号
、
一

─
一
八
頁
。

坂
井
誠
（
二
〇
一
〇
）「
医
療
制
度
改
革
に
見
る
ブ
ッ
シ
ュ
政
策
の
特
徴
：
二
〇
〇
三
年
メ
デ
ィ
ケ
ア
改
革
を
題
材
と
し
て
」『
恵
泉
女
学
園
大
学
人
文

学
部
紀
要
』
第
一
七
巻
、
二
一
─
五
〇
頁
。

品
川
佳
満
・
橋
本
勇
人
（
二
〇
一
七
）「
ア
メ
リ
カ
で
発
生
し
た
医
療
提
供
者
に
よ
る
個
人
情
報
に
関
す
る
事
故
原
因
の
図
式
化
」『
川
崎
医
療
福
祉
学

会
誌
』
第
二
六
巻
、
第
二
号
、
二
六
四
─
二
七
二
頁
。

宗
前
清
貞
（
二
〇
〇
八
）「
医
療
供
給
を
め
ぐ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
政
策
過
程
」『
年
報
政
治
学
』
第
五
九
巻
、
一
〇
〇
─
一
二
四
頁
。

中
井
歩
（
一
九
九
九
）「
政
策
立
案
過
程
に
お
け
る
ア
イ
デ
ィ
ア
：
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
る
健
康
保
険
制
度
改
革
の
立
案
（
一
）」『
法
学
論
叢
』
第

一
四
六
巻
、
第
二
号
、
二
二
─
四
三
頁
。

中
井
歩
（
二
〇
〇
〇
）「
政
策
立
案
過
程
に
お
け
る
ア
イ
デ
ィ
ア
：
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
る
健
康
保
険
制
度
改
革
の
立
案
（
一
）」『
法
学
論
叢
』
第

一
四
七
巻
、
第
六
号
、
六
一
─
八
三
頁
。

西
岡
晋
（
二
〇
二
一
）『
日
本
型
福
祉
国
家
再
編
の
言
説
政
治
と
官
僚
制
：
家
族
政
策
の
「
少
子
化
対
策
」
化
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
。

西
岡
晋
（
二
〇
一
二
）「
第
八
章

　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
言
説
的
制
度
論
」
岩
崎
正
洋
編
『
政
策
過
程
の
理
論
分
析
』
三
和
書
籍
、
一
三
三
─
一
四
八
頁
。

西
岡
晋
（
二
〇
〇
三
）「
医
療
供
給
制
度
改
革
の
政
策
レ
ジ
ー
ム
分
析
：
供
給
抑
制
型
政
策
へ
の
転
換
を
め
ぐ
っ
て
」『
公
共
政
策
研
究
』
第
三
巻
、

一
四
八
─
一
五
八
頁
。

稗
田
健
志
（
二
〇
一
〇
）「
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
高
齢
者
介
護
政
策
の
政
治
過
程
：『
改
革
』
な
き
漸
進
的
制
度
変
化
の
一
事
例
と
し
て
」『
季
刊

　

家
計
経
済
研
究
』
第
八
八
号
、
七
二
─
八
〇
頁
。

堀
真
奈
美
（
二
〇
一
三
）「
医
療
政
策
の
価
値
規
範
」『
公
共
政
策
研
究
』
第
一
三
巻
、
三
二
─
四
五
頁
。

）
三
四
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

六
一

松
本
俊
太
（
二
〇
一
五
）「
医
療
制
度
改
革
に
お
い
て
大
統
領
は
重
要
か
？
：
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
と
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
の
比
較
」『
名
城
法
学
』
第

六
五
巻
、
第
一
号
、
一
九
三
─
二
二
二
頁
。

水
谷
（
坂
部
）
真
里
（
二
〇
〇
七
）「
ア
メ
リ
カ
福
祉
国
家
の
再
編
（
一
）：
リ
ス
ク
の
「
私
化
」
と
一
九
九
〇
年
代
の
分
岐
点
」『
名
古
屋
大
學
法
政

論
集
』
第
二
二
〇
号
、
一
─
三
九
頁
。

水
谷
（
坂
部
）
真
里
（
二
〇
〇
八
）「
ア
メ
リ
カ
福
祉
国
家
の
再
編
（
二
）：
リ
ス
ク
の
「
私
化
」
と
一
九
九
〇
年
代
の
分
岐
点
」『
名
古
屋
大
學
法
政

論
集
』
第
二
二
一
号
、
二
三
一
─
二
六
六
頁
。

水
谷
（
坂
部
）
真
里
（
二
〇
〇
九
）「
ア
メ
リ
カ
福
祉
国
家
の
再
編
（
三
）：
リ
ス
ク
の
「
私
化
」
と
一
九
九
〇
年
代
の
分
岐
点
」『
名
古
屋
大
學
法
政

論
集
』
第
二
二
九
号
、
七
五
─
一
〇
五
頁
。

山
岸
敬
和
（
二
〇
一
四
）『
ア
メ
リ
カ
医
療
制
度
の
政
治
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

竜
聖
人
（
二
〇
一
九
）「
医
療
供
給
制
度
改
革
に
お
け
る
変
化
の
中
の
一
貫
性
：「
医
療
機
能
の
分
化
・
連
携
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
の
形
成
と
共
有
・

受
容
」『
公
共
政
策
研
究
』
第
一
九
巻
、
九
〇
─
一
〇
二
頁
。

（
外
国
語
文
献
）

B
éland, D

aniel and A
lex W

addan 

（2008

） “T
he P

olitics of S
ocial P

olicy R
eform

 in the U
nited S

tates: T
he C

linton and the W
. 

B
ush P

residencies R
econsidered, ” S

ocial an
d

 E
con

om
ic D

im
en

sion
s of an

 A
gin

g P
opu

lation
 R

esearch
 P

apers, N
o. 232, pp. 

1-37.

B
odenheim

er, T
hom

as 

（2005

） “T
he P

olitical D
ivide in H

ealth C
are: a L

iberal P
erspective, ” H

ealth
 A

ffairs, V
ol. 24, N

o. 6, pp. 

1426-35.

B
unce, V

ictoria C
. 

（2001

） “M
edical S

avings A
ccounts: P

rogress and P
roblem

s under H
IP

P
A

, ” P
olicy A

n
alysis, N

o. 411, pp. 

1-40.

G
lennerster, H

ow
ard and R

obert C
. L

ieberm
an 

（2011

） “H
idden C

onvergence: T
ow

ard a H
istorical C

om
parison of U

. S
. and U

. K
. 

）
三
四
（



米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

六
一

松
本
俊
太
（
二
〇
一
五
）「
医
療
制
度
改
革
に
お
い
て
大
統
領
は
重
要
か
？
：
ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
と
バ
ラ
ク
・
オ
バ
マ
の
比
較
」『
名
城
法
学
』
第

六
五
巻
、
第
一
号
、
一
九
三
─
二
二
二
頁
。

水
谷
（
坂
部
）
真
里
（
二
〇
〇
七
）「
ア
メ
リ
カ
福
祉
国
家
の
再
編
（
一
）：
リ
ス
ク
の
「
私
化
」
と
一
九
九
〇
年
代
の
分
岐
点
」『
名
古
屋
大
學
法
政

論
集
』
第
二
二
〇
号
、
一
─
三
九
頁
。

水
谷
（
坂
部
）
真
里
（
二
〇
〇
八
）「
ア
メ
リ
カ
福
祉
国
家
の
再
編
（
二
）：
リ
ス
ク
の
「
私
化
」
と
一
九
九
〇
年
代
の
分
岐
点
」『
名
古
屋
大
學
法
政

論
集
』
第
二
二
一
号
、
二
三
一
─
二
六
六
頁
。

水
谷
（
坂
部
）
真
里
（
二
〇
〇
九
）「
ア
メ
リ
カ
福
祉
国
家
の
再
編
（
三
）：
リ
ス
ク
の
「
私
化
」
と
一
九
九
〇
年
代
の
分
岐
点
」『
名
古
屋
大
學
法
政

論
集
』
第
二
二
九
号
、
七
五
─
一
〇
五
頁
。

山
岸
敬
和
（
二
〇
一
四
）『
ア
メ
リ
カ
医
療
制
度
の
政
治
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

竜
聖
人
（
二
〇
一
九
）「
医
療
供
給
制
度
改
革
に
お
け
る
変
化
の
中
の
一
貫
性
：「
医
療
機
能
の
分
化
・
連
携
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
の
形
成
と
共
有
・

受
容
」『
公
共
政
策
研
究
』
第
一
九
巻
、
九
〇
─
一
〇
二
頁
。

（
外
国
語
文
献
）

B
éland, D

aniel and A
lex W

addan 

（2008

） “T
he P

olitics of S
ocial P

olicy R
eform

 in the U
nited S

tates: T
he C

linton and the W
. 

B
ush P

residencies R
econsidered, ” S

ocial an
d

 E
con

om
ic D

im
en

sion
s of an

 A
gin

g P
opu

lation
 R

esearch
 P

apers, N
o. 232, pp. 

1-37.

B
odenheim

er, T
hom

as 

（2005

） “T
he P

olitical D
ivide in H

ealth C
are: a L

iberal P
erspective, ” H

ealth
 A

ffairs, V
ol. 24, N

o. 6, pp. 

1426-35.

B
unce, V

ictoria C
. 

（2001

） “M
edical S

avings A
ccounts: P

rogress and P
roblem

s under H
IP

P
A

, ” P
olicy A

n
alysis, N

o. 411, pp. 

1-40.

G
lennerster, H

ow
ard and R

obert C
. L

ieberm
an 

（2011

） “H
idden C

onvergence: T
ow

ard a H
istorical C

om
parison of U

. S
. and U

. K
. 

）
三
四
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

六
二

H
ealth P

olicy, ” J
ou

rn
al of H

ealth
 P

olitics, P
olicy an

d
 L

aw
, V

ol. 36, Issue 1, pp. 5-31.

H
acker, Jacob S

 

（1997

） T
h

e R
oad

 to N
ow

h
ere: T

h
e G

en
esis of P

resid
en

t C
lin

ton
’s P

lan
 for H

ealth
 S

ecu
rity, P

rinceton: 

P
rinceton U

niversity P
ress.

H
irbert-W

hite, Jane 

（1996

） “H
ealth P

olicy: W
ho W

on W
hat in the K

assebaum
/K

ennedy S
truggle ?, ” H

ealth
 P

rogress, V
ol. 77, 

N
o. 6, pp. 10-13.

L
ieberm

an, R
obert C

. 

（2010

） “Ideas and Institutions in R
ace P

olitics, ” A
P

S
A

 2010 A
n

n
u

al M
eetin

g P
aper, pp. 1-31.

M
orone, Jam

es A
. 

（2016
） “P

artisanship, D
ysfunction, and R

acial F
ears: T

he N
ew

 N
orm

al in H
ealth C

are P
olicy, ” J

ou
rn

al of 

H
ealth

 P
olitics, P

olicy an
d

 L
aw

, V
ol. 41, N

o. 4, pp. 827-846.

N
ass, S

haryl J., L
aura A

 L
evit, and L

aw
rence O

. eds. 

（2009

） B
eyon

d
 th

e H
IP

A
A

 P
rivacy R

u
le: E

n
h

an
cin

g P
rivacy, 

Im
provin

g H
ealth

 T
h

rou
gh

 R
esearch, W

ashington: T
he N

ational A
cadem

ies P
ress.

N
ational R

esearch C
ouncil 

（2000
） N
etw

orkin
g H

ealth
: P

rescription
s for th

e In
tern

et, W
ashington: T

he N
ational A

cadem
ies 

P
ress.

Q
uadagno, Jill 

（2004

） “W
hy the U

nited S
tats H

as N
o N

ational H
ealth Insurance: S

takeholder M
obilization A

gainst the W
elfare 

S
tate, 1945-1996, ” J

ou
rn

al of H
ealth

 an
d

 S
ocial B

eh
avior, V

ol. 45, pp. 25-44.

R
ees, M

organ T
. 

（2020

） “A
 D

iscursive Institutionalist A
pproach to A

m
erican F

oreign P
olicy: P

rincipled and C
ognitive 

Interpretations of B
osnia, ” C

on
tem

porary P
olitics, V

ol. 26, Issue 2, pp. 226-243.

R
oss, F

iona 

（2013

） “B
ringing political identity into discursive and ideational analysis: W

elfare reform
 in B

ritain and the U
nited 

S
tates, ” B

ritish
 P

olitics, V
ol. 8, Issue 1, pp. 51-78.

S
chm

idt, V
ivien A

. 

（2002

） “D
oes D

iscourse M
atter in the P

olitics of W
elfare S

tate A
djustm

ent?, ” C
om

parative P
olitical 

S
tu

d
ies, V

ol. 35, Issue 2, pp. 168-193.

S
chm

idt, V
ivien A

. 

（2008

） “D
iscursive Institutionalism

: T
he E

xplanatory P
ow

er of Ideas and D
iscourse, ” A

n
n

u
al R

eview
 of 

）
三
四
（

米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

六
三

P
olitical S

cien
ce, V

ol. 11, pp. 303-326.

S
chm

idt, V
ivien A

. 

（2009

） “P
utting the P

olitical B
ack into P

olitical E
conom

y by B
ringing the S

tate B
ack in Y

et A
gain, ” W

orld
 

P
olitics, V

ol. 61, Issue 3, pp. 516-546.

S
chm

idt, V
ivien A

. 

（2011

） “R
econciling Ideas and Institutions through D

iscursive Institutionalism
, ” in D

aniel B
éland and R

obert 

H
enry C

ox 

（eds.

） Id
eas an

d
 P

olitics in
 S

ocial S
cien

ce R
esearch, O

xford: O
xford U

niversity P
ress, pp. 47-64.

S
olove, D

aniel J. 

（2013

） “H
IP

A
A

 T
urns 10: A

nalyzing the P
ast, P

resent, and F
uture Im

pact, ” 84 J
ou

rn
al of A

H
IM

A
, V

ol. 22, 

pp. 23-28.

S
cottm

 C
haritv 

（2000

） “Is T
oo M

uch P
rivacy B

ad for Y
our H

ealth? A
n Introduction to the L

aw
, E

thics, and H
IP

A
A

 R
ule on 

M
edical P

rivacy, ” G
eorgia S

tate U
n

iversity L
aw

 R
eview

, V
ol. 7, Issue 2, pp. 481-530.

S
kocpol, T

heda 

（1995

） “T
he R

ise and R
esounding D

em
ise of the C

linton P
lan, ” H

ealth
 A

ffairs, V
ol. 14, N

o. 1, pp. 66-85.

S
kocpol, T

heda 

（1997

） B
oom

eran
g: H

ealth
 C

are R
eform

 an
d

 th
e T

u
rn

 again
st G

overn
m

en
t, N

ew
 Y

ork: W
. W

. N
orton.

S
teim

m
o, S

ven and John W
atts 

（1995

） “It ’s Institution, S
tupid: W

hy C
om

prehensive N
ational H

ealth Insurance A
lw

ays F
ails in 

A
m

erica, ” J
ou

rn
al of H

ealth
 P

olitics, P
olicy an

d
 L

aw
, V

ol. 20, N
o. 2, pp. 329-372.

S
olove, D

aniel J. 

（2006

） “A
 T

axonom
y of P

rivacy, ” U
n

iversity of P
en

n
sylvan

ia L
aw

 R
eview

, V
ol. 154, N

o. 3, pp. 516–518.

T
erry, N

icolas and F
rancis, L

eslie P
. 

（2007

） “E
nsuring the P

rivacy and C
onfidentiality of E

lectronic H
ealth R

ecords, ” 

U
n

iversity of Illin
ois L

aw
 R

eview
, V

ol. 2007, N
o. 2, pp. 681–736.

W
einer, T

erry 

（2007

） “T
ouching the T

hird R
ail: E

xplaining the F
ailure of B

ush ’s S
ocial S

ecurity Initiative, ” P
olitics an

d
 

P
olity, V

ol. 35, Issue 4, pp. 872-897.

W
hite, L

inda A
. 

（2017

） C
on

stru
ctin

g P
olicy C

h
an

ge: E
arly C

h
ild

h
ood

 E
d

u
cation

 an
d

 C
are in

 L
iberal W

elfare S
tates, 

T
oronto: U

niversity of T
oronto P

ress.

）
三
三
（



米
国
議
会
に
お
け
る
医
療
保
障
政
策
を
め
ぐ
る
調
整
言
説
の
系
譜
（
福
森
）

六
三

P
olitical S

cien
ce, V

ol. 11, pp. 303-326.

S
chm

idt, V
ivien A

. 

（2009

） “P
utting the P

olitical B
ack into P

olitical E
conom

y by B
ringing the S

tate B
ack in Y

et A
gain, ” W

orld
 

P
olitics, V

ol. 61, Issue 3, pp. 516-546.

S
chm

idt, V
ivien A

. 

（2011

） “R
econciling Ideas and Institutions through D

iscursive Institutionalism
, ” in D

aniel B
éland and R

obert 

H
enry C

ox 
（eds.

） Id
eas an

d
 P

olitics in
 S

ocial S
cien

ce R
esearch, O

xford: O
xford U

niversity P
ress, pp. 47-64.

S
olove, D

aniel J. 
（2013

） “H
IP

A
A

 T
urns 10: A

nalyzing the P
ast, P

resent, and F
uture Im

pact, ” 84 J
ou

rn
al of A

H
IM

A
, V

ol. 22, 

pp. 23-28.

S
cottm

 C
haritv 

（2000
） “Is T

oo M
uch P

rivacy B
ad for Y

our H
ealth? A

n Introduction to the L
aw

, E
thics, and H

IP
A

A
 R

ule on 

M
edical P

rivacy, ” G
eorgia S

tate U
n

iversity L
aw

 R
eview

, V
ol. 7, Issue 2, pp. 481-530.

S
kocpol, T

heda 

（1995

） “T
he R

ise and R
esounding D

em
ise of the C

linton P
lan, ” H

ealth
 A

ffairs, V
ol. 14, N

o. 1, pp. 66-85.

S
kocpol, T

heda 

（1997

） B
oom

eran
g: H

ealth
 C

are R
eform

 an
d

 th
e T

u
rn

 again
st G

overn
m

en
t, N

ew
 Y

ork: W
. W

. N
orton.

S
teim

m
o, S

ven and John W
atts 

（1995
） “It ’s Institution, S

tupid: W
hy C

om
prehensive N

ational H
ealth Insurance A

lw
ays F

ails in 

A
m

erica, ” J
ou

rn
al of H

ealth
 P

olitics, P
olicy an

d
 L

aw
, V

ol. 20, N
o. 2, pp. 329-372.

S
olove, D

aniel J. 

（2006

） “A
 T

axonom
y of P

rivacy, ” U
n

iversity of P
en

n
sylvan

ia L
aw

 R
eview

, V
ol. 154, N

o. 3, pp. 516–518.

T
erry, N

icolas and F
rancis, L

eslie P
. 

（2007

） “E
nsuring the P

rivacy and C
onfidentiality of E

lectronic H
ealth R

ecords, ” 

U
n

iversity of Illin
ois L

aw
 R

eview
, V

ol. 2007, N
o. 2, pp. 681–736.

W
einer, T

erry 

（2007

） “T
ouching the T

hird R
ail: E

xplaining the F
ailure of B

ush ’s S
ocial S

ecurity Initiative, ” P
olitics an

d
 

P
olity, V

ol. 35, Issue 4, pp. 872-897.

W
hite, L

inda A
. 

（2017

） C
on

stru
ctin

g P
olicy C

h
an

ge: E
arly C

h
ild

h
ood

 E
d

u
cation

 an
d

 C
are in

 L
iberal W

elfare S
tates, 

T
oronto: U

niversity of T
oronto P

ress.

）
三
三
（



政
経
研
究

　第
五
十
九
巻
第
一
・
二
号
（
二
〇
二
二
年
九
月
）

八
八

翻訳　著者不詳「ヨーゼフ・フォン・ゾネンフェルス」

川　又　　　祐

2018年11月、フーベルト・ハイッス（Hubert Heiss）駐日オーストリ

ア大使による特別講演が日本大学法学部において開催された。特別講

演後、ハイッス大使から、2019年に日本・オーストリア外交樹立150周

年を記念して展覧会が開催されることをお聞きした。この記念展覧会

「ウィーン・モダン　クリムト、シーレ　世紀末への道」において、グ

スタフ・クリムトやエゴン・シーレの作品と並んで、驚くことにヨハ

ン・セバスティアン・ランピ（子）作のヨーゼフ・フォン・ゾネンフェ

ルスの肖像画が展示された（ 1 ）。カメラリストなかんずくゾネンフェル

スの肖像画が国内で展示されたのはおそらく初めてであろう。2019年

は奇しくも日本大学創立130周年の年でもあった。ハイッス大使は、

2019年12月、日本大学管弦楽団がサントリーホールで日本大学創立130

周年記念特別演奏会を開催した際、光栄にも来場してくださった。

本稿は、ヴルツバハ（Constant von Wurzbach. 1818-1893）が、1750年か

ら1850年まで、オーストリア帝国領内において誕生し、あるいは同地

において生活し活動した重要人物の伝記を編纂した『オーストリア帝

国伝記事典』（Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich）全60

巻中の第35巻に掲載されている項目「ヨーゼフ・フォン・ゾネンフェ

ルス」の翻訳である。本文は、前後半に分かれている。前半はゾネン

フェルスの伝記本文（pp.317-328）、後半は「 1 ．ゾネンフェルスによっ

て公刊された著書、年代順一覧」以下、ゾネンフェルスに関する資料

の説明となっている（pp.328-343）。本稿は、前半の伝記部分の翻訳である。

翻　訳
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